
「かながわ消費者施策推進指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和４年度実施事業検証及び令和５年度実施事業計画

資料１

注　＊一箇所にしか掲載のない事業は「本掲」の表記はしません。
　　＊「本･再掲の別」は個々の事業単位としました。（予算事業単位ではありません。）
　　＊当初予算額が「（一部）」となっているものの中には、消費者施策に係る事業以外の予算額が含まれているものがあります。(分割できないため 1

基本方向（大柱）

中柱

小柱

基本方向１　消費者教育の推進と持続可能な消費行動の促進

ア　様々な場やライフステージに応じた消費者教育の推進

①学校等における消費者教育の推進

【保育所、幼稚園等】

[幼児や保護者等向けの啓発動画作成]
日常生活での事故等の事例及びその対処法等につい
ての啓発動画を作成し、幼稚園・認定こども園・保
育所に配布を行う。

消費者教育強化事業費
(交付金)

3,600

[幼児や保護者等向けの啓発動画作成]
日常生活での事故等の事例及びその対処法等につい
ての啓発動画を作成し、幼稚園・認定こども園・保
育所に配布を行う。

幼児向け消費生活啓発動画「みんなでいっしょにかんがえ
ようコレってだいじょうぶ？」
作成枚数　ＤＶＤ 3,000枚
（主な配布先）
　県内幼稚園・認定こども園・保育所　3,000か所

消費者教育強化事業費
(交付金)

2,000 〇

身近なところで日常的に事故が起こることを認
識してもらうため、幼児期の子どもが遭遇しや
すい事故等の事例及びその対処法について、周
知する必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[幼稚園における消費者教育の土台の形成]
幼稚園教育においては、幼稚園教育要領の「環境」
領域を中心に、消費者教育につながる学びの芽生え
を、遊びや生活体験を通じて育む。

― -

[幼稚園における消費者教育の土台の形成]
幼稚園教育においては、幼稚園教育要領の「環境」
領域を中心に、消費者教育につながる学びの芽生え
を、遊びや生活体験を通じて育む。

各幼稚園において、幼稚園教育要領の「環境」領域にある
「(７)身近な物を大切にする」「(11)生活に関係の深い情
報や施設などに興味や関心をもつ」を中心として、消費者
教育につながる学びの芽生えを、遊びや生活体験を通じて
育む取組みを実施した。

― - 〇

幼稚園教育においては、引き続き幼稚園教育要
領の「環境」領域を中心に、消費者教育につな
がる学びの芽生えを、遊びや生活体験を通じて
育む必要がある。

子ども教育支
援課

【小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等】

[小学生向け消費者教育資料の発行]
小学校高学年向け消費者教育資料を作成する。(８月
発行予定)
新規デジタル教材を作成する。(２月配布予定)

消費者教育強化事業費
(交付金)

15,000

[小学生向け消費者教育資料の発行]
小学校高学年向け消費者教育資料を作成する。(８月
発行予定)
紙資料を補完するデジタル教材を作成する。(２月配
布予定)

「見えるお金と見えないお金　買い物の達人への道」
　・紙資料
　　ワークシート　91,000部
　　指導用解説書　10,500部
　・デジタル教材
　　ＤＶＤ 1,000枚
（主な配布先）
　県内全小学校　885か所

消費者教育強化事業費
(交付金)

12,170 〇
新学習指導要領への対応や教員の意見を取り入
れる等、効果的な教育資料や教材の作成に取り
組む必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[中高生用消費者教育資料等の発行]
中学生用｢STEP UP｣、高校生用｢JUMP UP｣、教員用指
導解説書｢消費者教育サポートブック｣の学校向け消
費者教育資料を発行し、授業等で活用する。

重
点
２

消費者教育推進事業費 2,871

[中高生用消費者教育資料等の発行]
中学生用｢STEP UP｣、高校生用｢JUMP UP｣、教員用指
導解説書｢消費者教育サポートブック｣の学校向け消
費者教育資料を発行し、授業等で活用する。

「中学生用消費者教育資料　STEP UP｣　83,000部
「高校生用消費者教育資料　JUMP UP｣  65,000部
「教員用指導解説書　消費者教育ｻﾎﾟｰﾄﾌﾞｯｸ｣　3,000部
（主な配布先）
　県内全中学校、高等学校、特別支援学校　789か所

消費者教育推進事業費 2,871 〇

18歳で成人となり、未成年者取消権を失う中高
生が、契約の当事者としての責任を実感できる
よう、効果的な教育資料を作成する必要があ
る。

消費生活課 推進Ｇ

[高校生向け啓発記事掲載事業]
霊感商法を含む悪質商法のトラブルを未然に防止す
るため、高校生向け情報紙に、高校生記者の取材、
執筆による企画記事等を掲載する。(年２回掲載予
定）

重
点
２

消費生活行政強化事業
費(交付金)

1,000

[高校生向け成年年齢引下げ啓発事業]
高校生向け情報紙に、高校生記者の取材、執筆によ
る企画記事等を掲載し、成年年齢引下げの啓発を行
う。(年２回掲載予定）

神奈川新聞社が発行しているフリーペーパー「H!P」に、
高校生記者の取材、執筆による企画記事等を掲載
　約20万部発行
  ①令和４年９月発行(秋号)
　　テーマ：「SNSきっかけの消費者トラブルが過去最
多」
　②令和４年12月発行(冬号)
　　テーマ：「冬の怪談」（消費者トラブル事例と相談員
の助言）

消費者教育啓発学習事
業費

1,000 〇

高校生自身が消費者トラブルを自分事として捉
え、トラブルに巻き込まれた際に速やかに相談
できるよう、高校生の関心を引く効果的な内容
を発行元と調整・検討する必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[高校生向け成年年齢引下げ啓発グッズ配布事業]
成年年齢引下げに関する注意喚起を盛り込んだデザ
インの啓発グッズを作成し、県内の高校３年生全員
に配付する。

重
点
２

消費生活行政強化事業
費(交付金)

3,026

[高校生向け成年年齢引下げ啓発グッズ配布事業]
成年年齢引下げに関する注意喚起を盛り込んだデザ
インの啓発グッズを作成し、県内の高校３年生全員
に配付する。

「クリアファイル」
　74,000枚
（主な配布先）
　県内全高等学校、中等教育学校、特別支援学校
  312か所

消費生活行政強化事業
費(交付金)

3,026 〇
18歳で成人となり未成年者取消権を失う高校生
に向けた啓発を、引き続き行っていく必要があ
る。

消費生活課 推進Ｇ

[消費者教育教員研修の実施]
教員等を対象に、幅広い消費者問題に関する研修を
実施する。

本 １イ②
重
点
２

消費者教育推進事業費 400
[消費者教育教員研修の実施]
教員等を対象に、幅広い消費者問題に関する研修を
実施する。(対面講座及びオンデマンド配信)

「消費者教育教員研修」
　・対面講座
　　開催期間　令和４年７月26日～８月23日
　　13講座　延べ99名参加
　・オンデマンド配信
　　配信期間　各配信開始日～令和５年２月24日
　　13講座　延べ111名参加

消費者教育推進事業費 405 〇

令和４年度は、夏季休業期間に対面講座の実施
と、当該講座の撮影を行い、令和５年２月ま
で、録画配信を実施したが、講座の内容に応じ
た実施方法や配信期間について検討する必要が
ある。

消費生活課 推進Ｇ

[若者向け成年年齢引下げ啓発動画の発信]
成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれの
ある消費者トラブルと対処法について啓発するた
め、制作した動画を活用し、情報発信を行う。

２イ② 再
重
点
２

― -

[若者向け成年年齢引下げ啓発動画の発信]
成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれの
ある消費者トラブルと対処法について啓発するた
め、制作した動画を活用し、情報発信を行う。

「若者向け成年年齢引下げ啓発動画「コレがまさかのアレ
でした。～若者の消費者被害」」
　・YouTubeでの配信
　・市町村との連携による放映（小田原市、愛川町）

― - 〇
引き続き、若者向け啓発動画を活用した啓発を
行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の発行]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和５
年度は「若者編」を作成）＞

１ア①大学 再
重
点
２

消費生活行政強化事業
費(交付金)

500

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の活用]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和４
年度は「高齢者編」を作成）＞

「契約のきりふだ（若者編）」（令和３年12月発行）
（改訂増刷）5,000部
　消費生活出前講座等で約10,000部活用

― - 〇
若者の消費者トラブルの未然防止のため、より
効果的なリーフレットを作成し、啓発する必要
がある。

消費生活課 推進Ｇ

[消費生活出前講座の実施（小中高生向け）]
消費生活出前講座を学校向けに実施する。（学校向
け15回程度）

重
点
２

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

400
[消費生活出前講座の実施（小中高生向け）]
消費生活出前講座を学校向けに実施する。（学校向
け10回程度）

「消費生活出前講座(小中高生向け)」
　10回　延べ1,849名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

250 〇
引き続き、講座の活用が進むよう、周知方法や
受講希望者のニーズに応じた効果的な実施方法
を検討していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[インターネット被害未然防止講座の実施（小中高
生向け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を学校向けに実施する。
（学校向け45回程度）

２ア③ 再
重
点
２

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

7,731

[インターネット被害未然防止講座の実施（小中高
生向け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を学校向けに実施する。
（学校向け25回程度）

「インターネット被害未然防止講座(小中高生向け)」
　133回　延べ12,296名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

5,671 〇

ＳＮＳ等による消費者トラブルが増加している
ため、引き続き、インターネットによる消費者
被害・トラブル未然防止のための啓発を行って
いく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

課題 担当課令和５年度実施事業計画
本
掲

再
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績 担当グループ
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和４年度
当初予算額
(千円)

評価

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を達成できなかった △・・・左記以外



「かながわ消費者施策推進指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和４年度実施事業検証及び令和５年度実施事業計画

注　＊一箇所にしか掲載のない事業は「本掲」の表記はしません。
　　＊「本･再掲の別」は個々の事業単位としました。（予算事業単位ではありません。）
　　＊当初予算額が「（一部）」となっているものの中には、消費者施策に係る事業以外の予算額が含まれているものがあります。(分割できないため） 2

基本方向（大柱）

中柱

小柱

課題 担当課令和５年度実施事業計画
本
掲

再
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績 担当グループ
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和４年度
当初予算額
(千円)

評価

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（学校向け）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

１イ③ 再 県金融広報委員会事業 -

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（学校向け）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
　７回　延べ322人参加
「くらしの経済講演会」
　令和５年１月13日
　厚木市文化会館　196名参加

県金融広報委員会事業 - 〇
引き続き、県金融広報委員会と連携して、金融
経済に関する教育、消費者トラブル未然防止の
ための啓発を行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[私立学校向け消費者教育情報の提供]
私立学校における消費者教育の進展に向けて、必要
な情報を随時提供する。

― -
[私立学校向け消費者教育情報の提供]
私立学校における消費者教育の進展に向けて、必要
な情報を随時提供する。

私立学校における消費者教育の進展に向けて、必要な情報
を随時提供した。

― - 〇
引き続き、必要な情報提供を行っていく必要が
ある。

私学振興課 教育指導Ｇ

[県立高等学校・中等教育学校におけるシチズン
シップ教育の取組]
シチズンシップ教育の３領域のうち「経済に関する
教育」の一環として消費者教育に取り組む。

―

(

一
部
）

200

[県立高等学校・中等教育学校におけるシチズン
シップ教育の取組]
シチズンシップ教育の３領域のうち「経済に関する
教育」の一環として消費者教育に取り組む。

各県立高等学校・中等教育学校において、シチズンシップ
教育の３領域のうち「経済に関する教育」の一環として外
部機関と連携し、消費者教育に取り組んだ。

―

(

一
部
）

200 〇

成年年齢引下げを踏まえ、社会に出る直前の高
校生が将来にわたって自立した消費者としてよ
り適切な判断ができるよう、外部機関と連携し
て実務経験者の専門的な知識や経験を活用した
授業を実施する必要がある。

高校教育課

高校教育課

子ども教育支
援課

特別支援教育
課

【大学、専門学校等】

[若者向け成年年齢引下げ啓発動画の発信]
成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれの
ある消費者トラブルと対処法について啓発するた
め、制作した動画を活用し、情報発信を行う。

２イ② 再
重
点
２

― -

[若者向け成年年齢引下げ啓発動画の発信]
成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれの
ある消費者トラブルと対処法について啓発するた
め、制作した動画を活用し、情報発信を行う。

「若者向け成年年齢引下げ啓発動画「コレがまさかのアレ
でした。～若者の消費者被害」」
　・YouTubeでの配信
　・市町村との連携による放映（小田原市、愛川町）

― - 〇
引き続き、若者向け啓発動画を活用した啓発を
行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

１ア①小中高

[消費生活出前講座の実施（大学等向け）]
消費生活出前講座を学校向けに実施する。（学校向
け15回程度）

重
点
２

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

400
[消費生活出前講座の実施（大学等向け）]
消費生活出前講座を学校向けに実施する。（学校向
け10回程度）

「消費生活出前講座(大学等向け)」
　３回　延べ434名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

250 〇
引き続き、講座の活用が進むよう、周知方法や
受講希望者のニーズに応じた効果的な実施方法
を検討していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[インターネット被害未然防止講座の実施（大学等
向け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を学校向けに実施する。
（学校向け45回程度）

２ア③ 再
重
点
２

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

5,671

[インターネット被害未然防止講座の実施（大学等
向け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を学校向けに実施する。
（学校向け25回程度）

「インターネット被害未然防止講座(大学等向け)」
　12回　延べ768名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

5,671 〇

ＳＮＳ等による消費者トラブルが増加している
ため、引き続き、インターネットによる消費者
被害・トラブル未然防止のための啓発を行って
いく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[若者向け消費者市民社会の啓発]
成年年齢引下げに関する注意喚起や消費者トラブル
に巻き込まれた際の相談先の周知のため、啓発物品
を作成し、県内大学等に配布するとともに、学生
ポータルサイトを活用し情報発信する。

重
点
２

消費者教育強化事業費
(交付金)

6,150

新[若者向け消費者市民社会の啓発]
成年年齢引下げに関する注意喚起や消費者トラブル
に巻き込まれた際の相談先の周知のため、啓発物品
を作成し、県内大学等に配布するとともに、学生
ポータルサイトを活用し情報発信する。

「ウェットティッシュ・ふせん」
計96,000個（ウェットティッシュ80,000個・ふせん16,000
個）
（主な配布先）県内大学・短期大学56校、専修学校106校

「学生ポータルサイトを活用した情報提供」
　５月　県内大学37校

消費者教育強化事業費
(交付金)

6,450 〇
引き続き、若者に多くみられる消費者トラブル
への注意喚起や消費生活相談窓口の周知を行っ
ていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（学校向け）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

１イ③ 再 県金融広報委員会事業 -

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（学校向け）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
　７回　延べ322人参加
「くらしの経済講演会」
　令和５年１月13日
　厚木市文化会館　196名参加

県金融広報委員会事業 - 〇
引き続き、県金融広報委員会と連携して、金融
経済に関する教育、消費者トラブル未然防止の
ための啓発を行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

②地域社会での消費者教育の推進

【地域】

[「契約のきりふだ(高齢者編)」の活用]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を場面に応じて提供し、
活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和５年度は
「若者編」を作成」）＞

本 ２イ①
重
点
１

￣ -

[「契約のきりふだ(高齢者編)」の発行]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を場面に応じて提供し、
活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和４年度は
「高齢者編」を作成」）＞

「契約のきりふだ（高齢者編）」
　60,000部
　市町村共同発行　37,500部
（主な配布先）
　市町村等

金融広報活動推進費 1,750 〇

引き続き、高齢者に多く見られる消費者トラブ
ルに関する情報を、見やすさや読みやすさを工
夫し、分かりやすい内容で発信していく必要が
ある。

消費生活課 推進Ｇ

[消費生活出前講座の実施(高齢者、障がい者及び見
守る人対象)]
消費生活出前講座を実施する。(高齢者、障がい者及
び見守る人向け15回程度)

本 ２イ①
重
点
１

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

400

[消費生活出前講座の実施(高齢者、障がい者及び見
守る人対象)]
消費生活出前講座を実施する。(高齢者、障がい者及
び見守る人向け10回程度)

「消費生活出前講座(高齢者、障がい者等向け)」
　22回　延べ924名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

250 〇
引き続き、講座の活用が進むよう、周知方法や
受講希望者のニーズに応じた効果的な実施方法
を検討していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[インターネット被害未然防止講座の実施(高齢者･
障がい者等対象)]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を高齢者、障がい者等向
けに実施する。(５回程度)

２ア③ 再
重
点
１

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

7,731

[インターネット被害未然防止講座の実施(高齢者･
障がい者等対象)]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を高齢者、障がい者等向
けに実施する。(５回程度)

「インターネット被害未然防止講座(高齢者･障がい者等向
け)」
　９回　延べ220名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

5,671 〇
引き続き、講座の活用が進むよう、周知方法や
受講希望者のニーズに応じた効果的な実施方法
を検討していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

〇

学校教育においては、引き続き学習指導要領に
基づき、社会科、公民科、家庭科、技術・家庭
科などの教科を中心に、消費者教育を実施する
必要がある。中でも、高等学校及び特別支援学
校高等部の生徒については、成年年齢引下げに
伴い、消費者トラブルの増加が予想されるた
め、一層の充実を図っていく必要がある。

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の活用]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和４
年度は「高齢者編」を作成）＞

[小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等にお
ける消費者教育の推進]
学校教育においては、学習指導要領に基づき、社会
科、公民科、家庭科、技術・家庭科などの教科を中
心に、消費者教育を実施する。

― -

[小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等にお
ける消費者教育の推進]
学校教育においては、学習指導要領に基づき、社会
科、公民科、家庭科、技術・家庭科などの教科を中
心に、消費者教育を実施する。

学校教育においては、各校種の学習指導要領に基づき、社
会科、公民科、家庭科、技術・家庭科などの教科を中心
に、消費者教育を実施した。

― -

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の発行]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和５
年度は「若者編」を作成）＞

本
重
点
２

消費生活行政強化事業
費(交付金)

500 推進Ｇ

１イ①

「契約のきりふだ（若者編）」（令和３年12月発行）
（改訂増刷）5,000部
　消費生活出前講座等で約10,000部活用

￣ - 〇
若者の消費者トラブルの未然防止のため、より
効果的なリーフレットを作成し、啓発する必要
がある。

消費生活課
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評価

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（高齢者・障がい者等対象）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

1イ③ 再 県金融広報委員会事業 -

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（高齢者・障がい者等対象）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
　23回　延べ453人参加
「くらしの経済講演会」
　令和５年１月13日
　厚木市文化会館　196名参加

県金融広報委員会事業 - 〇
引き続き、県金融広報委員会と連携して、金融
経済に関する教育、消費者トラブル未然防止の
ための啓発を行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等]
関係機関と連携し、高齢者、障がい者及び見守る人
を対象とした啓発を実施するとともに、市町村への
個別の働きかけを推進し、県全体での見守りネット
ワーク構築につなげる。
「悪質な訪問販売」に対する注意・啓発のための
グッズを作成し、配布する。

２イ① 再
重
点
１

消費者教育強化事業費
(交付金)

8,200

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等]
関係機関と連携し、高齢者、障がい者及び見守る人
を対象とした啓発を実施するとともに、市町村への
個別の働きかけを推進し、県全体での見守りネット
ワーク構築につなげる。

「高齢者・障がい者向け啓発ツール「ポップアップメモ」
の作成・配布」
　35,000個作成
（主な配布先）
　市町村、県内警察署（市町福祉関係課、関係機関を通じ
て高齢者へ配布）

「高齢者・障がい者見守りチェック用クリアファイル」
（改訂増刷）
　高齢者　 15,000枚
　障がい者　7,000枚

「個別の働きかけを実施」（相模原市）

消費者教育強化事業費
(交付金)

3,750 〇

引き続き、見守りネットワークの構築が進むよ
う、個別に市町村を訪問し課題の聞き取りを行
う等働きかけを行う必要がある。また、市町村
の中で消費生活行政担当課と福祉各課、関係団
体等の連携が図れるよう、支援を行う必要があ
る。

消費生活課 推進Ｇ

新[高齢者向け消費者ホットライン周知事業]
消費者トラブルに巻き込まれた際に適切に対応でき
るよう、消費者ホットライン188を啓発するグッズを
作成し、出前講座やイベント等の機会を通じて、高
齢者に配布する。

本 ２イ①
重
点
１

消費生活行政強化事業
費(交付金)

366 ― ― ― - ― ― 消費生活課 推進Ｇ

[霊感商法を含めた消費者被害未然防止事業]
霊感商法を含む消費者被害の未然防止を図るため、
消費者ホットライン188を啓発するグッズを作成し、
出前講座やイベント等の機会を通じて配布する。

２イ① 再
重
点
１

消費生活行政強化事業
費(交付金)

9,750

新[消費者ホットライン188啓発事業]
霊感商法を含む悪質商法による消費者トラブルに巻
き込まれた際に適切に対応できるよう、消費者ホッ
トライン188を啓発する動画を配信するとともに、課
のTwitterアカウントを周知する。

「SNS動画広告・Twitterフォロワー獲得広告」
　媒体　YouTube、LINE、Twitter
　期間　令和５年３月３日～23日
　合計表示回数　6,569,863回
　フォロワー獲得数　152

消費生活行政強化事業
費(交付金)

5,000 〇
消費者ホットライン188の認知度を向上させるた
め、引き続き周知を図る必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

― ― -

[就労等18歳向け成年年齢引下げ啓発グッズ作成]
成年年齢引下げに関する注意喚起を盛り込んだデザ
インの啓発グッズを作成し、県内の自動車学校、若
者向けのハローワーク等に配布する。

「ボールペン」
　8,000本作成
（主な配布先）
　県内自動車教習所、商工会議所青年部、若者向けのハ
ローワーク、引きこもり等支援団体等　132か所

消費者教育強化事業費
(交付金)

（

一
部
）

3,026 〇
高校生以外の新成人に消費生活情報を届くよう
にするため、引き続き多方面から効果的に啓発
を行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

新[「悪質な訪問販売 撲滅！」キャンペーン]
「悪質な訪問販売 撲滅」の機運を高めるためのキャ
ンペーンを実施する。

消費者教育強化事業費
(交付金)

5,200 ― ― ― - ― ― 消費生活課 推進Ｇ

[エシカル消費の普及]
食品ロス、フェアトレード等のエシカル消費の普及に向け
て、ＳＮＳ等を活用した啓発を図る。
また、消費者市民社会の形成にかかる啓発資料を発行す
る。

１ウ① 再
消費者教育強化事業費
(交付金)

2,300

[エシカル消費の普及]
食品ロス、フェアトレード等のエシカル消費の普及に向け
て、ＳＮＳ等を活用した啓発を図る。
また、消費者市民社会の形成にかかる啓発資料を発行す
る。

「ＳＮＳ等を活用した啓発」
　消費者月間（令和４年５月１日～31日）
　投稿数　２回
　かながわ消費者週間（令和４年10月８日～14日）
　投稿数　４回
　
「買い物が未来をつくる　未来をかえる」
　4,000部作成
（主な配布先）
　市町村等

消費者教育強化事業費
(交付金)

2,500 〇

「エシカル消費」の認知度を向上させるため、
SNSを活用するなどして、エシカル消費の普及啓
発を引き続き行っていく必要がある。
普及啓発については、プラスチックごみや食品
ロスの削減推進など、引き続き庁内の関連部局
と連携した取り組む必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

【家庭】

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
成年年齢引下げによる消費者トラブルの未然防止のた
め、新成人等の保護者に向け、啓発リーフレットの配布や
啓発動画の配信などを行い、理解促進を図る。

２イ② 再
重
点
２

― -

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
成年年齢引下げに伴う消費者トラブルの未然防止の
ため、新成人等の保護者に向け、SNSを活用し啓発動
画を配信するとともに、保護者向け啓発ウェブサイ
トの閲覧を促すことにより、理解促進を図る。

「保護者向け成年年齢引下げ啓発動画『コレがまさかのア
レでした。』」のSNS広告
　媒体　YouTube、LINE
　期間　令和４年７月14日～９月30日
　表示回数　4,757,482回

「成年年齢引下げに関する保護者向けアンケート」
　実施期間　令和４年６月29日～９月15日
　対象　10～20歳の子ども（孫）を持つ保護者
　回答数　10,526

「石黒彩氏・中澤佑二氏インタビュー記事掲載」
　媒体　マイナビニュース
　期間　令和５年１月10日～２月19日
　閲覧数　38,322PV

「検索連動型広告」
　媒体　Yahoo!、Google
　期間　令和５年１月25日～２月28日
　表示回数　8,842回(441クリック)

「保護者向け成年年齢引下げ啓発リーフレット」（改訂増
刷）90,000部
　（主な配布先）
　県内全高等学校　312か所

消費者教育強化事業費
(交付金)

9,000 〇
成年年齢引下げによる消費者トラブルの未然防
止のため、若者本人だけでなくその保護者に対
する啓発を引き続き行う必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（一般向け）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

１イ③ 再 県金融広報委員会事業 -

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（一般向け）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
　11回　延べ211人参加
「くらしの経済講演会」
　令和５年１月13日
　厚木市文化会館　196名参加

県金融広報委員会事業 - 〇
引き続き、県金融広報委員会と連携して、金融
経済に関する教育、消費者トラブル未然防止の
ための啓発を行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[消費生活出前講座の実施(一般向け)]
消費生活出前講座を一般向けに実施する。（10回程
度）

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

400
[消費生活出前講座の実施(一般向け)]
消費生活出前講座を一般向けに実施する。（５回程
度）

「消費生活出前講座(一般向け)」
　４回　延べ88名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

250 〇
引き続き、講座の活用が進むよう、周知方法や
受講希望者のニーズに応じた効果的な実施方法
を検討していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ
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一
部
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（

一
部
）

令和４年度
当初予算額
(千円)
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[インターネット被害未然防止講座の実施（一般向
け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を参加者募集型等により
実施する。（23回程度）

２ア③ 再
消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

7,731

[インターネット被害未然防止講座の実施（一般向
け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を参加者募集型等により
実施する。（22回程度）

「インターネット被害未然防止講座（一般向け）」
　出前型　28回　延べ574名参加
　参加者募集型　14回　延べ235名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

5,671 〇

ＳＮＳ等による消費者トラブルが増加している
ため、引き続き、インターネットによる消費者
被害・トラブル未然防止のための啓発を行って
いく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[サイバーセキュリティ月間に係る普及・啓発行事
「サイバーセキュリティセミナー」の実施（一般向
け）]
情報セキュリティについての普及・啓発行事を開催
する。（１回）開催方法については、調整予定。

２ア③ 再 ― -

[サイバーセキュリティ月間に係る普及・啓発行事
「サイバーセキュリティセミナー」の実施（一般向
け）]
情報セキュリティについての普及・啓発行事を開催
する。（１回）開催方法については、調整予定。

「サイバーセキュリティセミナー（オンライン開催）」
１回　101名参加

― - 〇
新型コロナ対策を考慮しつつ、例年のような対
面での開催とオンラインを併用するかなど、開
催方法について検討する必要がある。

デジタル戦略
本部室

情報セキュリティ
Ｇ

③職域での消費者教育の促進

[事業者向け研修会等の実施]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業
者団体との連携により、消費生活行政に係る情報提
供等を行う。

４イ① 再 消費者行政企画調整費 28

[事業者向け研修会等の実施]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業
者団体との連携により、消費生活行政に係る情報提
供等を行う。

「景品表示法研修資料の生活衛生課ホームページ掲載及び
関係団体への周知」
「事業者向けセミナー」
２回（①神奈川県新聞販売組合及び京浜新聞販売組合、②
かながわ住まいまちづくり協会）　計84名参加

消費者行政企画調整費 28 〇
引き続き、オンラインも活用しながら、事業者
に対して消費生活行政に係る情報提供等を行っ
ていく必要がある。

消費生活課 指導Ｇ

[消費生活出前講座の実施(職域)]
消費生活出前講座を実施する。(従業者等向け５回程
度)

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

400
[消費生活出前講座の実施(職域)]
消費生活出前講座を実施する。(従業者等向け５回程
度)

「消費生活出前講座(従業者等向け)」
　０回

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

250 △
本講座を認知し、活用してもらえるよう、事業
者に向けた広報を強化する必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（職域）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

１イ③ 再 県金融広報委員会事業 -

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（職域）]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
 １回　延べ９人参加
「くらしの経済講演会」
　令和５年１月13日
　厚木市文化会館　196名参加

県金融広報委員会事業 - 〇
より多くの人が受講できるよう、県金融広報委
員会と連携して、広報を強化する必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

イ　消費者教育の拠点機能の発揮と連携の推進

①消費生活相談情報を踏まえた研修実施・教材作成

[「契約のきりふだ(若者編)｣の発行及び｢契約のきりふだ
(高齢者編)」の活用]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を発行するとともに、場
面に応じて提供し、活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和５
年度は「若者編」を作成）＞

１ア①大学
１ア②地域

再

重
点
１・
２

消費生活行政強化事業
費(交付金)

500

[｢契約のきりふだ(高齢者編)」の発行及び「契約のきり
ふだ(若者編)｣の活用]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を発行するとともに、場
面に応じて提供し、活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和４
年度は「高齢者編」を作成）＞

「契約のきりふだ（高齢者編）」発行
　60,000部
　市町村共同発行　37,500部
（主な配布先）
　市町村等
「契約のきりふだ（若者編）」（令和３年12月発行）
（改訂増刷）5,000部
　消費生活出前講座等で約10,000部活用

金融広報活動推進費 1,750 〇

高齢者編については、引き続き高齢者に多く見
られる消費者トラブルに関する情報を、見やす
さや読みやすさを工夫し、分かりやすく伝えて
いく必要がある。
若者編については、若者の消費者トラブルの未
然防止のため、より効果的なリーフレットを作
成し、啓発する必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣の発行]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や
国民生活センターから提供される啓発情報の中か
ら、消費者に特に周知する必要がある情報を迅速か
つ的確に、県内に広く提供する。(月１回､随時)

２ア① 再 消費者行政企画調整費

（

一
部
）

1,379

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣の発行]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や
国民生活センターから提供される啓発情報の中か
ら、消費者に特に周知する必要がある情報を迅速か
つ的確に、県内に広く提供する。(月１回､随時)

｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣
　12回発行　各6,200部
　テーマ「実在する通販サイトに似せた偽サイトに注
意！」等
（主な配布先）
　市町村、消費者団体、老人会、社会福祉協議会等
　339か所

消費者行政企画調整費

（

一
部
）

1,574 〇
新たな手口によるトラブルの未然防止や拡大防
止につながる情報を、積極的に収集していく必
要がある。

消費生活課 相二Ｇ

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修
の実施]
相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で必要と
なる実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、職員に対し、消費生活行政を担う上で業務上
不可欠な知識を習得するための研修を実施する（９
回）。

３ア③ 再
消費生活相談機能支援
事業費

（

一
部
）

580

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修
の実施]
相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で必要と
なる実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、職員に対し、消費生活行政を担う上で業務上
不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」６
回、「応用編」３回）を実施する。

「人材育成研修（オンデマンド配信）」
 ８回　延べ561名参加
「行政職員研修（オンデマンド配信）」
　基礎編　６回　延べ58名参加
　応用編　１回　延べ27名参加

消費生活相談機能支援
事業費

（

一
部
）

580 〇

引き続き、相談員のニーズや法改正、世相に応
じたテーマを設定していく必要がある。
また、オンデマンド配信により、受講の機会は
確保できるようになったが、研修テーマに応じ
て対面方法での研修を検討するなど、受講者の
意見を踏まえながら柔軟に対応を進めていく必
要がある。

消費生活課
相一Ｇ・
相二Ｇ

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の行政職員及び相談員を対象とした新規
テーマを扱う研修を実施する。(６回)

３ア③ 再
消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

（

一
部
）

216

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の行政職員及び相談員を対象とした新規
テーマを扱う研修を実施する。(６回)

「新規課題対応研修（オンデマンド配信）」
６回　延べ422名参加

消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

（

一
部
）

216 〇

引き続き、新たな消費者トラブルについて必要
とされる知識などのテーマを設定していく必要
がある。
また、オンデマンド配信により、受講の機会は
確保できるようになったが、研修テーマに応じ
て対面方法での研修を検討するなど、受講者の
意見を踏まえながら柔軟に対応を進めていく必
要がある。

消費生活課 相二Ｇ

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイト
の運営]
消費者の学びの場と消費者教育の担い手を結びつけ
る消費者教育ポータルサイトを運営する。

１イ② 再 ― -

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイト
の運営]
消費者の学びの場と消費者教育の担い手を結びつけ
る消費者教育ポータルサイトを運営する。

「つながる・かながわ　消費者教育　－かながわ消費者教
育サポートサイト－」の随時更新を行い、広く県民に情報
提供を行った。

― - 〇
広く県民に情報提供を行うため、わかりやすい
サイト構成や閲覧者の利便性を高める必要があ
る。

消費生活課 推進Ｇ

[消費生活eモニターアンケート実施]
消費生活に関する県民の意識を把握するため、イン
ターネットを利用して調査を実施する。(年２回程
度)

― -
[消費生活eモニターアンケート実施]
消費生活に関する県民の意識調査をするため、イン
ターネットを利用して実施する。(年２回程度実施)

第１回（令和４年11月11日～20日）
　テーマ「エシカル消費等について」
　回答者240名／対象者332名
第２回（令和５年２月３日～12日）
　テーマ「消費生活と消費者行政について」
　回答者228名／対象者332名

― - 〇

県の消費者行政施策展開の参考とするため、事
業等の現状把握や今後の方向性の検討等に資す
る調査となるよう、調査項目を精査する必要が
ある。

消費生活課 推進Ｇ

[市町村に対する啓発資料の提供]
市町村の消費生活相談窓口が、消費者教育の拠点と
しての役割を果たせるよう、県作成の啓発資料等を
提供する。

― －

[市町村に対する啓発資料の提供]
市町村の消費生活相談窓口が、消費者教育の拠点と
しての役割を果たせるよう、県作成の啓発資料等を
提供する。

啓発資料の市町村消費生活相談窓口等への提供
・契約のきりふだ(高齢者編)　　     27,872部
・契約のきりふだ(若者編)　　 　　  11,880部
・クーリング・オフはがき作成セット　2,650部
・インターネットの危ない世界part2　 1,190部　等

― － 〇

より多くの消費者の手に届くように配布場所、
配布方法を市町村と調整して検討する必要があ
る。

消費生活課 推進Ｇ
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本
掲

再
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績 担当グループ
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和４年度
当初予算額
(千円)

評価

②消費者教育の担い手の育成・活動の支援

[消費者教育教員研修の実施]
教員等を対象に、幅広い消費者問題に関する研修を
実施する。

１ア①小中高 再
重
点
２

消費者教育推進事業費 400
[消費者教育教員研修の実施]
教員等を対象に、幅広い消費者問題に関する研修を
実施する。(対面講座及びオンデマンド配信)

「消費者教育教員研修」
　・対面講座
　　開催期間　令和４年７月26日～８月23日
　　13講座　延べ99名参加
　・オンデマンド配信
　　配信期間　各配信開始日～令和５年２月24日
　　13講座　延べ111名参加

消費者教育推進事業費 405 〇

令和４年度は、夏季休業期間に対面講座の実施
と、当該講座の撮影を行い、令和５年２月ま
で、録画配信を実施したが、講座の内容に応じ
た実施方法や配信期間について検討する必要が
ある。

消費生活課 推進Ｇ

[消費生活相談員有資格者に向けての担い手育成研
修の実施]
消費生活相談員有資格者を対象に、消費者問題に関
する講座の実施に必要な知識や技能等を習得するた
めの研修を実施する。

消費生活相談機能支援
事業費

36

[消費生活相談員有資格者に向けての担い手育成研
修の実施]
消費生活相談員有資格者を対象に、消費者問題に関
する講座の実施に必要な知識や技能等を習得するた
めの研修を実施する。

「消費者教育の担い手の育成・活動の支援についての研修
（オンデマンド配信）」
１回　延べ42名参加

消費生活相談機能支援
事業費

36 〇
消費者教育の担い手として活動できるような人
材をより多く育成できる研修内容を検討し、実
施していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[消費者団体やＮＰＯ等による消費者教育に関する
取組の支援]
消費者月間及びかながわ消費者週間において、消費
者団体やＮＰＯ等が取り組んでいる消費者教育につ
いて、ＳＮＳを活用して広く県民に情報提供を行
う。

― -

[消費者団体やＮＰＯ等による消費者教育に関する
取組の支援]
消費者月間及びかながわ消費者週間において、消費
者団体やＮＰＯ等が取り組んでいる消費者教育につ
いて、ＳＮＳを活用して広く県民に情報提供を行
う。

「ＳＮＳ投稿数」
　消費者月間（令和４年５月１日～31日）
　９団体　9回
　消費者週間（令和４年10月８日～14日）
　12団体　12回

― - 〇
引き続き、消費者団体やＮＰＯ等への情報提供
を行うとともに、各団体の日ごろの活動をＳＮ
Ｓ等で発信していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

１イ①

１ウ①

２ア②

③消費生活に関連するその他の教育との連携

１ア①小中高

１ア①大学

１ア②地域

１ア②家庭

１ア②職域

[災害等非常事態における消費生活に関する知識と
理解の促進]
災害その他非常の事態においても消費者が合理的に
行動することができるよう、非常の事態における消
費生活に関する知識と理解を深めるための普及啓発
に取り組む。

― ‐

[災害等非常事態における消費生活に関する知識と
理解の促進]
災害その他非常の事態においても消費者が合理的に
行動することができるよう、非常の事態における消
費生活に関する知識と理解を深めるための普及啓発
に取り組む。

・ホームページ「災害に伴う消費生活情報」の運営
・ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関して、消
費者の皆さんに心がけていただきたいこと」の運営及びＳ
ＮＳによる情報発信

― ‐ 〇
引き続き、非常事態における消費生活に関する
知識と理解を深めるための普及啓発を行う必要
がある。

消費生活課 企画Ｇ

[｢環境基本計画｣との連携]
｢環境基本計画｣に基づく環境教育との連携 ― ―

消費生活課
環境計画課

企画Ｇ・
環境計画Ｇ

[｢神奈川県循環型社会づくり計画｣との連携]
｢神奈川県循環型社会づくり計画｣に基づく環境教
育・学習との連携

― ―
消費生活課
資源循環推進
課

企画Ｇ・
調整Ｇ

[｢第４次神奈川県食育推進計画｣との連携]
｢第４次神奈川県食育推進計画｣に基づく食育との連
携 ― ―

消費生活課
健康増進課

企画Ｇ・
健康づくりＧ

[｢かながわ食の安全･安心の確保の推進に関する指
針｣との連携]
｢かながわ食の安全･安心の確保の推進に関する指針｣
に基づく食の安全･安心に関する教育との連携

― ―
消費生活課
生活衛生課

企画Ｇ・
食品衛生Ｇ

[｢かながわ国際施策推進指針｣との連携]
｢かながわ国際施策推進指針｣に基づく国際理解教育
との連携

― ―
消費生活課
国際課

企画Ｇ・
外国籍県民支援Ｇ

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイト
の運営]
消費者教育の担い手と消費者の学びの場を結びつけ
る消費者教育ポータルサイトを運営する。

本 ― -
広く県民に情報提供を行うため、わかりやすい
サイト構成や閲覧者の利便性を高める必要があ
る。

消費生活課 推進Ｇ

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

本 県金融広報委員会事業 -

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイト
の運営]
消費者教育の担い手と消費者の学びの場を結びつけ
る消費者教育ポータルサイトを運営する。

「つながる・かながわ　消費者教育　－かながわ消費者教
育サポートサイト－」の随時更新を行い、広く県民に情報
提供を行った。

― - 〇

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育]
金融経済情報資料を配布するとともに、経済講演会
や金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
　42回　延べ995名参加
「くらしの経済講演会」
　令和５年１月13日
　厚木市文化会館　196名参加

県金融広報委員会事業 - 〇
引き続き、県金融広報委員会と連携して、金融
経済に関する教育、消費者トラブル未然防止の
ための啓発を行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

｢かながわ国際施策推進指針｣

本県の国際施策を展開するに当たっての考え方、方向性を示すため、平成16年策定。現在の指針は第４版で、平成28年度改定。

＜施策の内容＞

｢施策の方向4 多文化理解の推進｣などの方向に基づき事業を実施。(地球市民かながわプラザでの講座等の開催、図書資料や映像資料の閲覧・視聴サービスの提供など。）

｢食育推進計画｣

本県の食育推進の方向性、目標を定めるとともに、県が取り組むべき施策を明らかにする計画として平成20年策定。現在の計画は第４次計画で、令和５年度から令和９年度までが計

画期間。

＜施策の内容＞

「（１）生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進」「（２）持続可能な食を支える食育の推進」の２つの基本方針に沿って体系づけた「食育の基本的施策｣に基づき事業を実施。

(｢消費生活に関する情報提供｣について位置付けあり：消費生活情報紙への食に関する情報の掲載等）

｢かながわ食の安全･安心の確保の推進に関する指針｣

食の安全･安心の確保の推進に当たり、本県が取り組む総合的かつ中期的な目標及び施策の方向を示すため策定。令和４年３月に第５次指針（令和４年度から令和６年度まで）策定。

毎年度、行動計画を策定し、進捗状況報告により点検を行っている。

＜施策の内容＞

第５次指針：｢◎ﾘｽｸに関する相互理解(ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)｣などの｢施策の方向に沿った取組み｣に基づき事業を実施。(｢食の安全･安心に関する情報発信｣等について位置付けあり：出前講

座等による食に関する情報提供等)

｢循環型社会づくり計画｣

「循環型社会」の実現に向け、本県の廃棄物対策の基本的方向を示す計画として平成14年策定。現行の計画は平成24年度から令和５年度までが計画期間。

毎年度、計画目標の値に対する廃棄物の排出量等の実績、各事業の実施状況の把握により進行管理を行っている。

＜施策の内容＞

「大柱Ⅰ 資源循環の推進」「中柱３ 人材の育成と広域連携の推進等」の「環境教育・学習及び人材育成の推進」に基づき事業を実施。（｢消費者教育｣について位置付けあり：

「消費者教育を通じて、消費、廃棄等の消費行動が環境に与える影響を考慮し、主体的に行動ができる消費者の育成を図る」）

｢環境基本計画｣

本県における環境政策を推進する上での基本的な計画として平成９年策定。現行の計画は平成28年度から令和７年度までが計画期間。

重点施策の目標の達成状況、他の施策の実績及び環境指標を毎年度把握の上、施策の進捗状況を評価、検証し、５年ごとに施策等を見直す（※）。

※令和２年度に施策等の見直しを行う予定であったが、新型コロナの影響を踏まえ、現行の施策の実施期間を令和５年度まで延長する。

＜施策の内容＞

「施策の分野３ 神奈川のチカラとの協働・連携」の「ア 人材の育成と協働・連携の推進」の「環境学習・教育の推進と基盤づくり」に基づき事業を実施。（｢消費者教育｣について

位置付けあり：「個人の消費行動が環境や経済に大きく影響することから、消費者自らが環境に与える影響に配慮し、行動できるよう消費者教育と環境教育との連携を推進」）



「かながわ消費者施策推進指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和４年度実施事業検証及び令和５年度実施事業計画

注　＊一箇所にしか掲載のない事業は「本掲」の表記はしません。
　　＊「本･再掲の別」は個々の事業単位としました。（予算事業単位ではありません。）
　　＊当初予算額が「（一部）」となっているものの中には、消費者施策に係る事業以外の予算額が含まれているものがあります。(分割できないため） 6

基本方向（大柱）

中柱

小柱

課題 担当課令和５年度実施事業計画
本
掲

再
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績 担当グループ
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和４年度
当初予算額
(千円)

評価

[｢かながわ子ども・若者支援指針｣との連携]
｢かながわ子ども・若者支援指針｣に基づく消費者教
育と関連する教育との連携

― ―
消費生活課
青少年課

企画Ｇ・
企画Ｇ

[｢神奈川県食品ロス削減計画｣との連携]
｢神奈川県食品ロス削減計画｣に基づく食品ロス削減
事業との連携

― ―
資源循環推進
課

ウ　持続可能な社会の形成に貢献する消費行動の促進

①エシカル（倫理的）消費の普及

[エシカル消費の普及]
食品ロス、フェアトレード等のエシカル消費の普及に向け
て、ＳＮＳ等を活用した啓発を図る。
また、消費者市民社会の形成にかかる啓発資料を発行す
る。

本
１ア②地域
２ア②

消費者教育強化事業費
(交付金)

2,300

[エシカル消費の普及]
食品ロス、フェアトレード等のエシカル消費の普及に向け
て、ＳＮＳ等を活用した啓発を図る。
また、消費者市民社会の形成にかかる啓発資料を発行す
る。

「ＳＮＳ等を活用した啓発」
　消費者月間（令和４年５月１日～31日）
　投稿数　２回
　かながわ消費者週間（令和４年10月８日～14日）
　投稿数　４回
　
「買い物が未来をつくる　未来をかえる」
　4,000部作成
（主な配布先）
　市町村等

消費者教育強化事業費
(交付金)

2,500 〇

「エシカル消費」の認知度を向上させるため、
SNSを活用するなどして、エシカル消費の普及啓
発を引き続き行っていく必要がある。
普及啓発については、プラスチックごみや食品
ロスの削減推進など、引き続き庁内の関連部局
と連携した取り組む必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイト
の運営]
消費者の学びの場と消費者教育の担い手を結びつけ
る消費者教育ポータルサイトを運営する。

１イ② 再 ― -

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイト
の運営]
消費者の学びの場と消費者教育の担い手を結びつけ
る消費者教育ポータルサイトを運営する。

「つながる・かながわ　消費者教育　－かながわ消費者教
育サポートサイト－」の随時更新を行い、広く県民に情報
提供を行った。

― - 〇
広く県民に情報提供を行うため、わかりやすい
サイト構成や閲覧者の利便性を高める工夫が必
要である。

消費生活課 推進Ｇ

[リユース・リサイクル関連の取組み]
県が認定するリサイクル製品について、県民への周
知を図る。
また、リユースショップの認証（更新）により、リ
ユース（再使用）の促進を図る。

廃棄物総合対策
推進事業費

（

一
部
）

390

[リユース・リサイクル関連の取組み]
県が認定するリサイクル製品について、県民への周
知を図る。
また、リユースショップの認証（更新）により、リ
ユース（再使用）の促進を図る。

リサイクル製品について、更新分６製品を認定した。ま
た、県ホームページによりリユース・リサイクルに関する
情報発信を行った。

廃棄物総合対策
推進事業費

（

一
部
）

390 〇
リサイクル製品について、県機関や市町村など
行政機関の利用を一層進めていく必要がある。

資源循環推進
課

[ワンウェイプラ削減関連の取組み]
「神奈川県ワンウェイプラ削減実行委員会」を通
じ、ワンウェイプラ削減を進めていく。
また、ワンウェイプラの削減に取り組む事業者を支
援する。

プラスチックごみ削減
推進事業費

（

一
部
）

639

[ワンウェイプラ削減関連の取組み]
「神奈川県ワンウェイプラ削減実行委員会」を通
じ、ワンウェイプラ削減を進めていく。
また、ワンウェイプラの削減に取り組む事業者を支
援する。

令和５年１月に「神奈川県ワンウェイプラ削減オンライン
フォーラム」を開催し、先進事例の発信及び意見交換を行
い、事業者・団体・市町村間の連携強化やフォーラム参加
者間での情報共有を行った。

プラスチックごみ削減
推進事業費

（

一
部
）

639 〇

新型コロナ等の不測の事態により、対面形式の
フォーラムや大規模イベント等の開催が困難と
なった場合、インターネットやＳＮＳの活用な
ど代替手段での対応が必要である。

資源循環推進
課

[食品ロス関連の取組み]
神奈川県食品ロス削減推進計画に基づき、食品ロス
の削減に向けて、事業者や事業者団体への普及啓発
を図る。

循環型社会づくり
推進事業費

（

一
部
）

470

[食品ロス関連の取組み]
神奈川県食品ロス削減推進計画に基づき、食品ロス
の削減に向けて、事業者や事業者団体への普及啓発
を図る。

県内の取組事例を県ホームページで情報提供した。
また、令和４年10月の食品ロス削減月間では、県民への普
及啓発活動として、県のたよりに食品ロスの削減に関する
記事を掲載した。

循環型社会づくり
推進事業費

（

一
部
）

470 〇

新型コロナ等の不測の事態により、イベント等
の開催には制約が発生した場合でも、引き続き
食品ロスの削減に向け普及啓発を進めていく必
要がある。

資源循環推進
課

｢かながわ子ども・若者支援指針｣
本県の青少年施策の基本となる指針として、基本目標、具体的施策、推進体制等を総合的かつ体系的に定めたもので、平成17年に｢かながわ青少年育成指針｣として策定し、平成22年

及び28年に改定。このたび、子ども・若者をとりまく社会環境が大きく変化していることを踏まえ、子ども・若者施策のより一層の推進を図るため、名称を「かなが子ども・若者支

援指針」に名称を改め、令和５年３月に改定。

毎年度、指針に位置付けのある事業の翌年度の計画を調査し、結果を「神奈川県子ども・青少年みらい本部（知事を長とする庁内組織）青少年総合対策部会」において共有するとと

もに、「子ども・若者白書」として当年度の実施結果を取りまとめている。

＜施策の内容＞

「施策の方向３ 子ども・若者の健康と安心安全の確保｣ 、｢施策の方向14 急激に進展する情報化社会への対応｣ 「施策の方向15 子ども・若者の成長を支える豊かな地域社会づく

り」などの方向に基づき事業を実施。（｢消費者教育｣について位置付けあり：「学校における成年年齢引下げに伴う消費者教育や、金銭・金融教育」の推進」）

｢神奈川県食品ロス削減推進計画｣

本県における食品ロスの削減を総合的かつ計画的 に推進するため、令和４年「神奈川県食品ロス削減推進計画」として策定。現行の計画は2022年度から2030年度までの９年間。

本計画に記載した施策を着実に推進するため、毎年度、目標の達成状況 及び施策の実施状況について把握するとともに、その結果を県ホームペー ジや県の広報媒体等を利用して、

広く県民に対して広報を行う。

＜施策の内容＞

「消費者に向けた普及啓発」「事業者の取組に対する支援」「先進的な取組などの収集や情報提供」「未利用食品を提供する活動（フードバンク活動等）の促進」に基づき事業を実

施。（｢消費者教育｣について位置付けあり：「教育及び学習の振興・普及啓発等」の推進)
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

基本方向２　消費者被害の未然防止

ア　被害未然防止に向けた注意喚起・情報発信

①相談情報を生かした注意警戒情報等の発信

１イ①

３ア②

４ウ①

４ウ③

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を分析し、｢消費生
活相談概要｣等により県民、市町村等に情報提供す
る。また、市町村から緊急通報を収集し、関係機関
で共有する。

３ア② 再
消費生活相談機能支援
事業費

106

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を分析し、｢消費生
活相談概要｣等により県民、市町村等に情報提供す
る。また、市町村から緊急通報を収集し、関係機関
で共有する。

「消費生活相談概要」　　 １回（令和４年７月）
「消費生活相談警戒情報」 83件
「消費生活相談情報」　　 12回
「緊急通報」　　　　　 　11件
「若者の脱毛エステなどのトラブルに注意！～18歳・19歳の
相談件数も急増～」公表（令和５年１月）

消費生活相談機能支援
事業費

106 〇

提供すべき情報を見逃さないよう常にアンテナ
を高く張っておくとともに、消費生活相談情報
を迅速かつ正確に分析し、適時・適切な情報提
供をする必要がある。

消費生活課
相一Ｇ
相二Ｇ

[消費生活注意情報の発信]
県民向けに最新の消費生活に関する注意情報を、課
のホームページやＳＮＳを通じて随時提供する。

― -
[消費生活注意情報の発信]
県民向けに最新の消費生活に関する注意情報を、課
のホームページやＳＮＳを通じて随時提供する。

「かながわ消費生活注意情報」　９回 ― - 〇
引き続き、最新の消費生活に関する注意情報に
ついて、迅速に情報発信していく必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

[商品テスト分析の実施]
消費生活相談で提起された商品等からテーマを選定
し、各研究機関と連携して商品テストを実施する。
商品の持つ特性による取扱い上の注意事項などにつ
いて、消費者へ注意喚起や情報提供を行う。

４ウ① 再
消費生活相談機能支援
事業費

250

[商品テスト分析の実施]
消費生活相談で提起された商品等からテーマを選定
し、各研究機関と連携して商品テストを実施する。
商品の持つ特性による取扱い上の注意事項などにつ
いて、消費者へ注意喚起や情報提供を行う。

「商品テストコーディネート」（国民生活センターに依頼）
　２製品（「スマートウォッチ」「椅子（オフィスチェ
ア）」）

消費生活相談機能支援
事業費

250 〇

寄せられた相談内容を精査し、注意喚起の側面
などから適時適切に商品テストが必要な案件を
選出して実施する必要がある。
また、必要に応じて他機関と連携し、商品テス
トのコーディネートを行っていく必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

②ホームページ、ＳＮＳ等様々な媒体による効果的な情報発信

[ホームページによる情報発信]
消費者被害や商品事故等の未然防止に向けた注意喚
起情報を発信する。

― -
[ホームページによる情報発信]
消費者被害や商品事故等の未然防止に向けた注意喚
起情報を発信する。

タイムリーに更新を行い、消費者被害や商品事故等の未然防
止に向けた注意喚起情報を発信した。
「代表的なホームページのアクセス件数」
　・ワンクリック詐欺の相談事例　70,882件
　・消費生活注意・警戒情報　　　10,256件

― - 〇

引き続きタイムリーな更新に努めるとともに、
各種啓発資料にQRコードを掲載する等、ホーム
ページを周知し、多くの方に閲覧していただく
工夫をする必要がある。

消費生活課 企画Ｇ

[ＳＮＳ等による情報発信]
フェイスブック、ツイッター等により、消費生活注
意・警戒情報、講座やイベント情報等をタイムリー
に発信する。

― -

[ＳＮＳ等による情報発信]
フェイスブック、ツイッター等により、消費生活注
意・警戒情報、講座やイベント情報等をタイムリー
に発信する。

「ＳＮＳによる情報発信件数」
　・フェイスブック　186件 フォロワー207人
　・ツイッター　　　198件 フォロワー720人

― - 〇

フェイスブック、ツイッター共にフォロワー数
が少ない状況にあるため、効果的な情報発信を
図るには、更にフォロワー数を増やしていく必
要がある。

消費生活課 企画Ｇ

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
成年年齢引下げによる消費者トラブルの未然防止のた
め、新成人等の保護者に向け、啓発リーフレットの配布や
啓発動画の配信などを行い、理解促進を図る。

２イ② 再
重
点
２

― -

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
成年年齢引下げに伴う消費者トラブルの未然防止のた
め、新成人等の保護者に向け、SNS広告を活用し啓発動
画を配信するとともに、保護者向け啓発ウェブサイトの閲
覧を促すことにより、理解促進を図る。

「保護者向け成年年齢引下げ啓発動画『コレがまさかのアレ
でした。』」のSNS広告
　媒体　YouTube、LINE
　期間　令和４年７月14日～９月30日
　表示回数　4,757,482回

「成年年齢引下げに関する保護者向けアンケート」
　実施期間　令和４年６月29日～９月15日
　対象　10～20歳の子ども（孫）を持つ保護者
　回答数　10,526

「石黒彩氏・中澤佑二氏インタビュー記事掲載」
　媒体　マイナビニュース
　期間　令和５年１月10日～２月19日
　閲覧数　38,322PV

「検索連動型広告」
　媒体　Yahoo!、Google
　期間　令和５年１月25日～２月28日
　表示回数　8,842回(441クリック)

「保護者向け成年年齢引下げ啓発リーフレット」（改訂増
刷）90,000部
　（主な配布先）
　県内全高等学校　312か所

消費者教育強化事業費
(交付金)

9,000 〇
成年年齢引下げによる消費者トラブルの未然防
止のため、引き続き、若者本人だけでなくその
保護者に対する啓発を行う必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[若者向け成年年齢引下げ啓発動画の発信]
成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれの
ある消費者トラブルと対処法について啓発するた
め、制作した動画を活用し、情報発信を行う。

２イ② 再
重
点
２

― -

[若者向け成年年齢引下げ啓発動画の発信]
成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれの
ある消費者トラブルと対処法について啓発するた
め、制作した動画を活用し、情報発信を行う。

「若者向け成年年齢引下げ啓発動画「コレがまさかのアレで
した。～若者の消費者被害」」
　・YouTubeでの配信
　・市町村との連携による放映（小田原市、愛川町）

― - 〇
引き続き、若者向け啓発動画を活用した啓発を
行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[エシカル消費の普及]
食品ロス、フェアトレード等のエシカル消費の普及に向け
て、ＳＮＳ等を活用した啓発を図る。
また、消費者市民社会の形成にかかる啓発資料を発行す
る。

１ウ① 再
消費者教育強化事業費
(交付金)

2,300

[エシカル消費の普及]
食品ロス、フェアトレード等のエシカル消費の普及に向け
て、ＳＮＳ等を活用した啓発を図る。
また、消費者市民社会の形成にかかる啓発資料を発行す
る。

「ＳＮＳ等を活用した啓発」
　消費者月間（令和４年５月１日～31日）
　投稿数　２回
　かながわ消費者週間（令和４年10月８日～14日）
　投稿数　４回

「買い物が未来をつくる　未来をかえる」
　4,000部作成
（主な配布先）
　市町村等

消費者教育強化事業費
(交付金)

2,500 〇

「エシカル消費」の認知度を向上させるため、
SNSを活用するなどして、エシカル消費の普及啓
発を引き続き行っていく必要がある。
普及啓発については、プラスチックごみや食品
ロスの削減推進など、引き続き庁内の関連部局
と連携した取り組む必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

担当課
令和４年度
当初予算額
(千円)

評価

〇

課題

新たな手口によるトラブルの未然防止や拡大防
止につながる情報を、積極的に収集していく必
要がある。

担当グループ

（

一
部
）

1,574 消費生活課 相二Ｇ1,379

｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣
　12回発行　各6,200部
　テーマ「実在する通販サイトに似せた偽サイトに注意！」
等
（主な配布先）
　市町村、消費者団体、老人会、社会福祉協議会等
　339か所

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣の発行]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や
国民生活センターから提供される啓発情報の中か
ら、消費者に特に周知する必要がある情報を迅速か
つ的確に、県内に広く提供する。(月１回､随時)

消費者行政企画調整費

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣の発行]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や
国民生活センターから提供される啓発情報の中か
ら、消費者に特に周知する必要がある情報を迅速か
つ的確に、県内に広く提供する。(月１回､随時)

本 消費者行政企画調整費

（

一
部
）

（

一
部
）

令和５年度実施事業計画
本
掲

再
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

担当課
令和４年度
当初予算額
(千円)

評価 課題 担当グループ
令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

（

一
部
）

令和５年度実施事業計画
本
掲

再
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイト
の運営]
消費者の学びの場と消費者教育の担い手を結びつけ
る消費者教育ポータルサイトを運営する。

１イ② 再 ― -

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイト
の運営]
消費者の学びの場と消費者教育の担い手を結びつけ
る消費者教育ポータルサイトを運営する。

「つながる・かながわ　消費者教育　－かながわ消費者教育
サポートサイト－」の随時更新を行い、広く県民に情報提供
を行った。

― - 〇
広く県民に情報提供を行うため、わかりやすい
サイト構成や閲覧者の利便性を高める工夫が必
要である。

消費生活課 推進Ｇ

③インターネットを介して発生する消費者被害への対応

１ア①小中高

１ア①大学

[インターネット被害未然防止講座の実施（一般向
け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を参加者募集型等により
実施する。（23回程度）

本 １ア②家庭
消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

7,731

[インターネット被害未然防止講座の実施（一般向
け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を参加者募集型等により
実施する。（22回程度）

「インターネット被害未然防止講座（一般向け）」
　出前型　28回　延べ574名参加
　参加者募集型　14回　延べ235名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

5,671 〇

ＳＮＳ等による消費者トラブルが増加している
ため、引き続き、インターネットによる消費者
被害・トラブル未然防止のための啓発を行って
いく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[インターネット被害未然防止講座の実施(高齢者･
障がい者等対象)]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を高齢者、障がい者等向
けに実施する。(５回程度)

本 １ア②地域
重
点
１

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

7,731

[インターネット被害未然防止講座の実施(高齢者･
障がい者等対象)]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を高齢者、障がい者等向
けに実施する。(５回程度)

「インターネット被害未然防止講座(高齢者･障がい者等向
け)」
　９回　延べ220名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

5,671 〇
引き続き、講座の活用が進むよう、周知方法や
受講希望者のニーズに応じた効果的な実施方法
を検討していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[インターネット被害未然防止教材の提供]
インターネットを介して発生する様々な消費者被害
に対応するため、啓発用の動画、疑似体験ソフト、
リーフレット等を提供する。

― -

[インターネット被害未然防止教材の提供]
インターネットを介して発生する様々な消費者被害
に対応するため、啓発用の動画、疑似体験ソフト、
リーフレット等を提供する。

インターネットを介して発生する様々な消費者被害に対応す
るため、啓発用の動画、疑似体験ソフト、リーフレット等を
提供した。

「インターネットの危ない世界part2」
　3,725部配布（うち400部は講座用）

― - 〇

ＳＮＳ等による消費者トラブルが増加している
ため、引き続き、インターネットによる消費者
被害・トラブル未然防止のための情報提供を
行っていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[サイバーセキュリティ月間に係る普及・啓発行事
「サイバーセキュリティセミナー」の実施（一般向
け）]
情報セキュリティについての普及・啓発行事を開催
する。（１回）開催方法については、調整予定。

本 １ア② ― -

[サイバーセキュリティ月間に係る普及・啓発行事
「サイバーセキュリティセミナー」の実施（一般向
け）]
情報セキュリティについての普及・啓発行事を開催
する。（１回）開催方法については、調整予定。

「サイバーセキュリティセミナー（オンライン開催）」
１回　101名参加

― - 〇
例年のような対面での開催とオンラインを併用
するかなど、開催方法について慎重に検討する
必要がある。

デジタル戦略
本部室

情報セキュリティ
Ｇ

イ　消費者の特性に配慮した対応

①高齢者・障がい者に配慮した対応

[契約弱者に配慮した相談対応]
高齢者、障がい者等の特性に配慮した相談対応を図
るため、福祉関係機関等と連携した研修を実施す
る。また、見守り出前講座の講師となる相談員等に
対する研修を実施する。(２回)

本 ３ア③
重
点
１

消費生活相談機能支援
事業費

76

[契約弱者に配慮した相談対応]
高齢者、障がい者等の特性に配慮した相談対応を図
るため、福祉関係機関等と連携した研修を実施す
る。また、見守り出前講座の講師となる相談員等に
対する研修を実施する。(２回)

「福祉関係機関等と連携した研修」（オンデマンド配信）
　１回　延べ81名参加
「出前講座講師の養成に向けた研修」（オンデマンド配信）
　１回　延べ42名参加

消費生活相談機能支援
事業費

76 〇
オンデマンド形式を中心に実施するが、それぞ
れの契約弱者の課題に応じた研修方式を検討す
る必要がある。

消費生活課
推進Ｇ
相一Ｇ

[「契約のきりふだ(高齢者編)」の活用]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を場面に応じて提供し、
活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和５年度は
「若者編」を作成」）＞

１ア②地域 再
重
点
１

￣ -

[「契約のきりふだ(高齢者編)」の発行]
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等
金銭教育に関する啓発資料を場面に応じて提供し、
活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和４年度は
「高齢者編」を作成」）＞

「契約のきりふだ（高齢者編）」
　60,000部
　市町村共同発行　37,500部
（主な配布先）
　市町村等

金融広報活動推進費 1,750 〇
引き続き、高齢者に多く見られる消費者トラブ
ルに関する情報を、見やすさや読みやすさを工
夫し、分かりやすく伝えていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

―
重
点
１

￣ -

新[障がい者向け消費者教育資料の発行]
障がい者の消費者被害を未然防止するため、消費者
トラブル事例等についてわかりやすく書かれたリー
フレットを作成する。

「もしかして、消費者トラブルかも！？」
　50,000部作成
　（主な配布先）
　　市町村、就労支援事業所、障がい者雇用企業等

消費者教育強化事業費
(交付金)

1,216 〇
引き続き、障がい者に多く見られる消費者トラ
ブルに関する情報を、見やすさや読みやすさを
工夫し、分かりやすく伝えていく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[消費生活出前講座の実施(高齢者、障がい者及び見
守る人対象)]
消費生活出前講座を実施する。(高齢者、障がい者及
び見守る人向け15回程度)

１ア②地域 再
重
点
１

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

400

[消費生活出前講座の実施(高齢者、障がい者及び見
守る人対象)]
消費生活出前講座を実施する。(高齢者、障がい者及
び見守る人向け10回程度)

「消費生活出前講座(高齢者、障がい者等向け)」
　22回　延べ924名参加

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）

250 〇
引き続き、講座の活用が進むよう、周知方法や
受講希望者のニーズに応じた効果的な実施方法
を検討していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等]
関係機関と連携し、高齢者、障がい者及び見守る人
を対象とした啓発を実施するとともに、市町村への
個別の働きかけを推進し、県全体での見守りネット
ワーク構築につなげる。
「悪質な訪問販売」に対する注意・啓発のための
グッズを作成し、配布する。

本 １ア②地域
重
点
１

消費者教育強化事業費
(交付金)

8,200

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等]
関係機関と連携し、高齢者、障がい者及び見守る人
を対象とした啓発を実施するとともに、市町村への
個別の働きかけを推進し、県全体での見守りネット
ワーク構築につなげる。

「高齢者・障がい者向け啓発ツール「ポップアップメモ」の
作成・配布」
　35,000個作成
（主な配布先）
　市町村、県内警察署（市町福祉関係課、関係機関を通じて
高齢者へ配布）

「高齢者・障がい者見守りチェック用クリアファイル」（改
訂増刷）
　高齢者　 15,000枚
　障がい者　7,000枚

「個別の働きかけを実施」（相模原市）

消費者教育強化事業費
(交付金)

3,750 〇

引き続き、見守りネットワークの構築が進むよ
う、個別に市町村を訪問し課題の聞き取りを行
う等働きかけを行う必要がある。また、市町村
の中で消費生活行政担当課と福祉各課、関係団
体等の連携が図れるよう、支援を行う必要があ
る。

消費生活課 推進Ｇ

（

一
部
）

5,671 消費生活課 推進Ｇ〇

ＳＮＳ等による消費者トラブルが増加している
ため、引き続き、インターネットによる消費者
被害・トラブル未然防止のための啓発を行って
いく必要がある。

7,731

[インターネット被害未然防止講座の実施（学校向
け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を学校向けに実施する。
（25回程度）

「インターネット被害未然防止講座(学校向け)」
　145回　延べ13,064名参加

消費者教育啓発学習事
業費

[インターネット被害未然防止講座の実施（学校向
け）]
講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する
際の注意点などを、わかりやすく学べる「インター
ネット被害未然防止講座」を学校向けに実施する。
（45回程度）

本
重
点
２

消費者教育啓発学習事
業費

（

一
部
）
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新[高齢者向け消費者ホットライン周知事業]
消費者トラブルに巻き込まれた際に適切に対応でき
るよう、消費者ホットライン188を啓発するグッズを
作成し、出前講座やイベント等の機会を通じて、高
齢者に配布する。

１ア②地域 再
重
点
１

消費生活行政強化事業
費(交付金)

366 ― ― ― - ― ― 消費生活課 推進Ｇ

[霊感商法を含めた消費者被害未然防止事業]
霊感商法を含む消費者被害の未然防止を図るため、
消費者ホットライン188を啓発するグッズを作成し、
出前講座やイベント等の機会を通じて配布する。

本 １ア②地域
重
点
１

消費生活行政強化事業
費(交付金)

9,750

新[消費者ホットライン188啓発事業]
霊感商法を含む悪質商法による消費者トラブルに巻
き込まれた際に適切に対応できるよう、消費者ホッ
トライン188を啓発する動画を配信するとともに、課
のTwitterアカウントを周知する。

「SNS動画広告・Twitterフォロワー獲得広告」
　媒体　YouTube、LINE、Twitter
　期間　令和５年３月３日～23日
　合計表示回数　6,569,863回
　フォロワー獲得数　152

消費生活行政強化事業
費(交付金)

5,000 〇
消費者ホットライン188の認知度を向上させるた
め、引き続き周知を図る必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[関東甲信越ブロック共同キャンペーン(高齢者)]
高齢者の消費者被害を未然に防止するため、共同
キャンペーンを実施する。(９月実施予定)

本 ３ウ②
重
点
１

消費者教育推進事業費

（

一
部
）

150
[関東甲信越ブロック共同キャンペーン(高齢者)]
高齢者の消費者被害を未然に防止するため、共同
キャンペーンを実施する。(９月実施)

「啓発ポスター」
　1,000部作成
（主な配布先）
　市町村、社協、老人クラブ等
「高齢者のための消費生活相談」
　期間　　　令和４年９月26日～28日
　相談件数　37件

消費者教育推進事業費

（

一
部
）

150 〇

引き続き複数の広告媒体を活用し、本キャン
ペーンを通じて高齢者がより相談しやすくなる
よう、消費生活相談窓口の周知を行う必要があ
る。

消費生活課
推進Ｇ・
相一Ｇ

[高齢者の地域見守り]
一人暮らし高齢者世帯など地域住民に対して相談・
支援活動を行う民生委員・児童委員の活動を支援す
る。

重
点
１

・民生委員児童委員推
薦事務費
・民生委員児童委員活
動費補助
・民生委員児童委員研
修事業費
・県民生委員児童委員
協議会活動費補助

272,377

[高齢者の地域見守り]
一人暮らし高齢者世帯など地域住民に対して相談・
支援活動を行う民生委員・児童委員の活動を支援す
る。

・民生委員・児童委員の活動への支援
　　定数　4,055人(12月～３月は4,075人)
　　相談・支援件数　56,917件
　　活動日数　延べ539,832日
・委員の資質向上のための研修の実施
　　研修受講者(一部申込者)　3,792人、実施回数　４回
・県民生委員児童委員協議会への支援

・民生委員児童委員推
薦事務費
・民生委員児童委員活
動費補助
・民生委員児童委員研
修事業費
・県民生委員児童委員
協議会活動費補助

279,481 〇

新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した
研修を実施し、民生委員・児童委員に対する十
分な効果があったが、次年度以降も感染防止に
配慮しつつ、効果的な研修を実施する必要があ
る。

地域福祉課 調整Ｇ

[老人クラブによる高齢者の見守り(友愛訪問等)]
在宅の一人暮らしの高齢者等を訪問する友愛訪問活
動、友愛サロンでの支え合い活動を支援する。

重
点
１

県老人クラブ連合会補
助事業費

10,015
[老人クラブによる高齢者の見守り(友愛訪問等)]
在宅の一人暮らしの高齢者等を訪問する友愛訪問活
動、友愛サロンでの支え合い活動を支援する。

在宅の一人暮らしの高齢者等を訪問する友愛訪問活動、友愛
サロンでの支え合い活動への支援
・友愛在宅訪問チーム　460チーム
・友愛サロン　31市町村

県老人クラブ連合会補
助事業費

9,407 〇
地域での支え合い活動の担い手として、老人ク
ラブの存在が重要性を増していることから、今
後さらなる活性化を図る必要がある。

高齢福祉課 高齢福祉Ｇ

[市町村による①訪問型サービス②生活援助員派遣
事業③配食サービス事業を通した高齢者の見守り]
①保健師等が、閉じこもり等の高齢者の居宅を訪問
して、生活機能に関する問題を把握し、必要な相
談・指導を実施する。
②集合住宅等に生活援助員を派遣し、生活指導や相
談等と併せて安否確認を実施する。
③配食サービスを行う際に、高齢者の状況を定期的
に把握し、見守りを実施する。

重
点
１

地域支援事業費交付金

（

一
部
）

5,834,226

[市町村による①訪問型サービス②生活援助員派遣
事業③配食サービス事業を通した高齢者の見守り]
①保健師等が、閉じこもり等の高齢者の居宅を訪問
して、生活機能に関する問題を把握し、必要な相
談・指導を実施する。
②集合住宅等に生活援助員を派遣し、生活指導や相
談等と併せて安否確認を実施する。
③配食サービスを行う際に、高齢者の状況を定期的
に把握し、見守りを実施する。

①保健師等が、閉じこもり等の高齢者の居宅を訪問して、生
活機能に関する問題を把握し、必要な相談・指導を実施し
た。
②集合住宅等に生活援助員を派遣し、生活指導や相談等と併
せて安否確認を実施した。
③配食サービスを行う際に、高齢者の状況を定期的に把握
し、見守りを実施した。

地域支援事業費交付金

（

一
部
）

5,755,563
〇

新型コロナの影響により、訪問による「見守
り」や「安否確認」を通じた高齢者の生活状況
の把握が困難な状況となったことから、電話や
ICTの活用による「見守り」・「安否確認」を含
めた高齢者の見守り体制の充実を図る必要があ
る。

高齢福祉課 企画Ｇ

[高齢者に対する注意喚起]
高齢者宅を訪問するなどして、注意喚起を実施す
る。

重
点
１

― -
[高齢者に対する注意喚起]
高齢者宅を訪問するなどして、注意喚起を実施す
る。

高齢者宅を訪問するなどして、注意喚起を実施した。 ― - 〇
引き続き、高齢者宅訪問等により、悪質商法や
特殊詐欺等の注意喚起を行う必要がある。

県警本部 生活安全総務課

[遠隔手話通訳サービスを利用した相談]
タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、
来所された聴覚障がい者と相談員とのコミュニケー
ション支援を行う。

３ア① 再 ― -

[遠隔手話通訳サービスを利用した相談]
タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、
来所された聴覚障がい者と相談員とのコミュニケー
ション支援を行う。

「遠隔手話通訳サービスによる相談対応」
　相談時間　火曜～金曜(祝休日及び年末年始を除く)
　　　　　　9:30～16:30
　相談件数　１件

― - 〇
サービスが必要な相談者に認知されるよう、引
き続き周知を図る必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

[成年後見制度の利用支援]
判断能力が十分でない高齢者や障がい者等が、地域
で安心して自立した生活を送るために、「かながわ
成年後見推進センター」を拠点に成年後見制度の利
用を支援する。

重
点
１

・かながわ成年後見推
進センター事業費
・成年後見人材育成事
業費

23,807

[成年後見制度の利用支援]
判断能力が十分でない高齢者や障がい者等が、地域
で安心して自立した生活を送るために、「かながわ
成年後見推進センター」を拠点に成年後見制度の利
用を支援する。

・成年後見制度の一般相談 延べ781件
・地域の相談機関の支援事業
・市町村社会福祉協議会等の法人後見担当者研修（オンライ
ン研修）修了者　延べ630名
・出張説明会及び相談会の実施　５回
・市民後見人の養成講座　２回（オンライン開催）

・かながわ成年後見推
進センター事業費
・成年後見人材育成事
業費

23,648 〇

成年後見制度の利用者は年々増加しており、第
三者後見人の必要性が高まっているため、各市
町村において法人後見の立上げや市民後見人養
成の取組みが進むよう引き続き支援を行う必要
がある。

地域福祉課 調整Ｇ

[事業者への理解促進]
障がいについての正しい理解を促進するため、障が
い者への接客対応が求められる企業等の社員研修の
場に、障がい者等を講師として派遣するなど、研修
をコーディネートする。また、企業等において障が
い者に対する取組みの中心的な役割を担う人を「心
のバリアフリー推進員」として養成する心のバリア
フリー推進員養成研修を実施する。

障害者理解促進事業費 3,237

[事業者への理解促進]
障がいについての正しい理解を促進するため、障が
い者への接客対応が求められる企業等の社員研修の
場に、障がい者等を講師として派遣するなど、研修
をコーディネートする。また、企業等において障が
い者に対する取組みの中心的な役割を担う人を「心
のバリアフリー推進員」として養成する心のバリア
フリー推進員養成研修を実施する。

「心のバリアフリー推進員養成研修」
　全４回　修了者 77名

障害者理解促進事業費 3,237 〇

心のバリアフリー推進員を安定的に養成してい
くため、より多くの県内企業等に事業を活用し
てもらえるよう周知するとともに、養成研修修
了者が、各企業等において障がい理解等の職員
研修を実施できるようにしていく必要がある。

障害福祉課 社会参加推進Ｇ

②若者に配慮した対応

[関東甲信越ブロック共同キャンペーン(若者)]
若者の消費者被害を未然に防止するため、共同キャ
ンペーンを実施する。(１月実施予定）

本 ３ウ②
重
点
２

消費者教育推進事業費

（

一
部
）

150
[関東甲信越ブロック共同キャンペーン(若者)]
若者の消費者被害を未然に防止するため、共同キャ
ンペーンを実施する。(１月実施）

「啓発ポスター」
　1,500部作成
（主な配布先）
　県内の高校・大学・専門学校等
「若者のための消費生活相談」
　期間　　　令和５年１月16日～17日
　相談件数　８件

消費者教育推進事業費

（

一
部
）

150 〇
今後も複数の広告媒体を活用し、本キャンペー
ンを通じて若者がより相談しやすくなるよう、
消費生活相談窓口の周知を行う必要がある。

消費生活課
推進Ｇ・
相一Ｇ

１ア①小中高

１ア①大学

２ア②

- 消費生活課 推進Ｇ-

[若者向け成年年齢引下げ啓発動画の発信]
成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれの
ある消費者トラブルと対処法について啓発するた
め、制作した動画を活用し、情報発信を行う。

「若者向け成年年齢引下げ啓発動画「コレがまさかのアレで
した。～若者の消費者被害」」
　・YouTubeでの配信
　・市町村との連携による放映（小田原市、愛川町）

― 〇
引き続き若者向け啓発動画を活用した啓発を
行っていく必要がある。

[若者向け成年年齢引下げ啓発動画の発信]
成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれの
ある消費者トラブルと対処法について啓発するた
め、制作した動画を活用し、情報発信を行う。

本
重
点
２

―
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１ア②家庭

２ア②

[青少年部門の相談機関との連携]
①青少年を対象とした一次総合相談窓口である「かなが
わ子ども・若者総合相談センター」と「かながわ中央消費
生活センター」が連携し、若者が契約等に関する悩みを
抱えた際に、相談しやすい環境づくりを進める。
②子ども・若者育成支援推進法に基づく「神奈川県子ど
も・若者支援連携会議」において、成年年齢引下げによる
若者の消費者トラブルについての啓発資料や相談窓口の
案内を行い、子ども・若者支援に関する機関との連携を図
る。

３ウ② 再
重
点
２

― -

[青少年部門の相談機関との連携]
①青少年を対象とした一次総合相談窓口である「かなが
わ子ども・若者総合相談センター」と「かながわ中央消費
生活センター」が連携し、若者が契約等に関する悩みを
抱えた際に、相談しやすい環境づくりを進める。
②子ども・若者育成支援推進法に基づく「神奈川県子ど
も・若者支援連携会議」において、成年年齢引下げによる
若者の消費者トラブルについての啓発資料や相談窓口の
案内を行い、子ども・若者支援に関する機関との連携を図
る。

「保護者向け啓発動画・ウェブサイトの周知」
　不登校・ひきこもり等の若者を支援する109団体

「神奈川県子ども・若者支援連携会議での消費生活相談窓口
の紹介等」　５回

― - 〇
実際に消費者トラブルに巻き込まれた若者が、
抱え込まず適切な機関に相談できるよう、引き
続き関連機関と連携を進める必要がある。

消費生活課 企画Ｇ

③外国人に配慮した対応

[多言語による消費生活相談窓口案内]
多言語版の消費生活相談窓口案内リーフレットや、
訪日外国人向け相談窓口を紹介するホームページに
より、外国人の消費者トラブルの未然防止を図る。

― -

[多言語による消費生活相談窓口案内]
多言語版の消費生活相談窓口案内リーフレットや、
訪日外国人向け相談窓口を紹介するホームページに
より、外国人の消費者トラブルの未然防止を図る。

多言語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
によるパンフレットを情報コーナー等で配付するとともに、
ホームページ「Information in foreign Language - 外国語
による情報」に掲載し、消費生活相談窓口の案内を行った。

― - 〇
引き続き、多言語による消費生活相談窓口の案
内を行い、外国人の消費者トラブルの未然防止
を図っていく必要がある。

消費生活課
企画Ｇ・
推進Ｇ

[多言語支援センターとの連携]
日本語に不慣れな外国籍県民の方に対する消費生活
相談に適切に対応するため、多言語支援センターと
の連携を推進する。

― -

[多言語支援センターとの連携]
日本語に不慣れな外国籍県民の方に対する消費生活
相談に適切に対応するため、多言語支援センターと
の連携を推進する。

「多言語支援センターとの情報交換会」
　実施回数　３回（相談のロールプレイングの実施ほか）
　多言語支援センターと連携した消費生活相談件数　16件

― - 〇
よりスムーズな消費生活相談の利用を進めるた
め、相互の要望等を共有し、連携を強化する必
要がある。

消費生活課 相一Ｇ

[訪日観光客消費者ホットラインの周知]
国民生活センターが開設している、訪日観光客向け
の消費者相談窓口（訪日観光客消費者ホットライ
ン）を紹介する。

― -

[訪日観光客消費者ホットラインの周知]
国民生活センターが開設している、訪日観光客向け
の消費者相談窓口（訪日観光客消費者ホットライ
ン）を紹介する。

消費生活課ホームページの「消費生活関連リンク」に、訪日
観光客消費者ホットラインのホームページをリンク

― - 〇
引き続き、訪日観光客消費者ホットラインの周
知を行っていく必要がある。

消費生活課 企画Ｇ

ウ　他機関等と連携した消費者被害未然防止の推進

①適格消費者団体との連携による被害未然防止

[適格消費者団体との連携]
適格消費者団体が適切に役割を果たすことができる
よう、差止請求事案に関する意見交換を行うととも
に、交付金を活用した財政面での支援を行う。

神奈川県消費者行政推
進事業費補助金（団
体）（交付金）

970

[適格消費者団体との連携]
適格消費者団体が適切に役割を果たすことができる
よう、差止請求事案に関する意見交換を行うととも
に、交付金を活用した財政面での支援を行う。

「情報提供」４件
　
「適格消費者団体との意見交換会」１回

「補助金の交付」

神奈川県消費者行政推
進事業費補助金（団
体）（交付金）

990 〇

適格消費者団体による差止請求による消費者被
害の未然防止を図るため、引き続き情報提供等
の連携が必要である。
補助金の活用期限到来（令和５年度）を見据
え、団体による自主的な財政基盤を強化する必
要がある。

消費生活課 企画Ｇ

[消費者被害救済検討チームの開催]
消費者被害の未然防止と救済に向け、かながわ中央
消費生活センターに寄せられた相談事案の中から、
事業者指導、消費者被害救済委員会付託及び適格消
費者団体への情報提供を検討する。

３ウ① 再 ― -

[消費者被害救済検討チームの開催]
消費者被害の未然防止と救済に向け、かながわ中央
消費生活センターに寄せられた相談事案の中から、
事業者指導、消費者被害救済委員会付託及び適格消
費者団体への情報提供を検討する。

「消費者被害救済検討チーム」　４回

「適格消費者団体との意見交換会」　１回
― ‐ 〇

消費者被害救済委員会への付託候補事案の掘り
起しや、適格消費者団体による差止請求の実現
につながるよう、引き続き積極的な検討や情報
提供を行っていく必要がある。

消費生活課

企画Ｇ・
指導Ｇ・
相一Ｇ・
相二Ｇ

②詐欺的悪質商法等への対応

[県警本部、警察署への情報提供・情報共有]
消費生活相談の中で得られた悪質な事業者による消
費者トラブル等について、県警察と情報共有し、連
携して事案に対応する。

― -

[県警本部、警察署への情報提供・情報共有]
消費生活相談の中で得られた悪質な事業者による消
費者トラブル等について、県警察と情報共有し、連
携して事案に対応する。

・情報提供　　 ４件（県警捜査照会への回答）
・情報共有　 　１件

― - 〇
悪質な事業者による消費者トラブルをなくすた
め、県警との連携を強化して、事案に速やかに
対応する必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

[県警との連携による消費者被害未然防止]
県警察と連携し、被害の多い高齢者を対象とした、
悪質商法や特殊詐欺などの被害防止のための啓発物
品の配布などを実施する。

重
点
１

[県警との連携による消費者被害未然防止]
県警察と連携し、被害の多い高齢者を対象とした、
悪質商法や特殊詐欺などの被害防止のための啓発物
品の配布などを実施する。

「高齢者・障がい者向け啓発ツール「ポップアップメモ」の
作成・配布」
　35,000個作成
　（主な配布先）
　県内警察署55か所などを通じて高齢者に配布

〇
引き続き、県警との連携による効果的な啓発方
法を検討する必要がある。

消費生活課 推進Ｇ

[県警と連携した特殊詐欺などの防止]
防犯キャンペーンや各種媒体を用いた防犯意識の普
及啓発などを実施する。

重
点
１

安全・安心まちづくり
県民運動推進事業費

（

一
部
）

1,983
[県警と連携した特殊詐欺などの防止]
各種媒体を用いた防犯意識の普及啓発などを実施す
る。

・チラシ等を用いた防犯意識の普及啓発等
・防犯人材の発掘・育成として実施する地域防犯指導におい
て「特殊詐欺防止」「悪質商法防止」などの啓発を実施

安全・安心まちづくり
県民運動推進事業費

（

一
部
）

573 〇

幅広い世代に対して、防犯意識の向上や防犯人
材の発掘・育成を図るため、引き続き紙媒体や
ＳＮＳ等を活用した普及啓発に取り組む必要が
ある。

くらし安全交
通課

推進Ｇ

― ― -
[迷惑電話防止機能を有する機器の普及促進]
市町村が行う迷惑電話防止機能を有する機器の普及
事業について、県が補助金を交付する。

特殊詐欺等被害の未然防止のため、22市町村に対し、迷惑電
話防止機能を有する機器の補助金を交付し、同機器の普及を
図った。

特殊詐欺被害防止対策
事業費

- 〇
機器の購入に至らない高齢者にも機器の有効性
等について広く周知を図り、機器の普及に努め
る必要がある。

くらし安全交
通課

企画Ｇ

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
成年年齢引下げによる消費者トラブルの未然防止のた
め、新成人等の保護者に向け、啓発リーフレットの配布や
啓発動画の配信などを行い、理解促進を図る。

本
重
点
２

― -

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
成年年齢引下げに伴う消費者トラブルの未然防止の
ため、新成人等の保護者に向け、SNSを活用し啓発動
画を配信するとともに、保護者向け啓発ウェブサイ
トの閲覧を促すことにより、理解促進を図る。

「保護者向け成年年齢引下げ啓発動画『コレがまさかのアレ
でした。』」のSNS広告
　媒体　YouTube、LINE
　期間　令和４年７月14日～９月30日
　表示回数　4,757,482回

「成年年齢引下げに関する保護者向けアンケート」
　実施期間　令和４年６月29日～９月15日
　対象　10～20歳の子ども（孫）を持つ保護者
　回答数　10,526

「石黒彩氏・中澤佑二氏インタビュー記事掲載」
　媒体　マイナビニュース
　期間　令和５年１月10日～２月19日
　閲覧数　38,322PV

「検索連動型広告」
　媒体　Yahoo!、Google
　期間　令和５年１月25日～２月28日
　表示回数　8,842回(441クリック)

「保護者向け成年年齢引下げ啓発リーフレット」（改訂増
刷）90,000部
　（主な配布先）
　県内全高等学校　312か所

消費者教育強化事業費
(交付金)

9,000 〇
成年年齢引下げによる消費者トラブルの未然防
止のため、引き続き、若者本人だけでなくその
保護者に対する啓発を行う必要がある。

消費生活課 推進Ｇ
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新　[特殊詐欺被害防止対策の普及啓発]
幅広い世代の意識向上を図るとともに、若者の特殊
詐欺への加担を防止するため、新たな啓発動画の放
映など、防犯キャンペーン等に併せた集中的な広報
活動を実施する。

重
点
１

特殊詐欺被害防止対策
事業費

12,742 ― ― ― - ―
くらし安全交
通課

企画Ｇ

[被害の未然防止対策の強化]
金融機関・コンビニ等と連携し、窓口等における声
掛けによる被害の未然防止対策を推進する。

重
点
１

― -
[被害の未然防止対策の強化]
金融機関等と連携し、窓口等における声掛けによる
被害の未然防止対策を推進する。

金融機関等と連携し、窓口等における声掛けによる被害の未
然防止対策を推進した。

― - 〇
還付金詐欺が増加傾向にあり、ＡＴＭに誘導さ
れる被害者に対する声掛けの強化が必要であ
る。

県警本部 生活安全総務課

[被害防止に関する注意喚起]
各種会合、防犯キャンペーン等、様々な機会におい
て特殊詐欺等の最新の手口や実態を周知するととも
に、迷惑電話防止機能を有する機器の普及促進を図
るなど、被害防止対策を推進する。

重
点
１

― -

[被害防止に関する注意喚起]
各種会合、防犯キャンペーン等、様々な機会におい
て特殊詐欺等の最新の手口や実態を周知するととも
に、迷惑電話防止機能を有する機器の普及促進を図
るなど、被害防止対策を推進する。

・啓発ツールの配布
　チラシ　　　25,300枚
　ステッカー　25,300枚
（主な配布先）
　県内警察署54か所などを通じて配布
・固定電話機につなげる迷惑電話防止機能を有する機器を活
用し、被害防止対策を推進した。

― - 〇

新型コロナの影響により、中止又は延期となっ
ていたキャンンペーン等、人と接する対策が
徐々に実施可能な状況になってきたことから、
限られた機会や時間において、より効果的な対
策を講じる必要がある。

県警本部 生活安全総務課

[ヤミ金融被害の未然防止のための啓発活動の実施]
ヤミ金融の被害防止のため、県ホームページでの情
報提供や一都三県ヤミ金融被害防止合同キャンペー
ン、若者向けヤミ金融被害防止啓発リーフレット作
成・配布、地域コミュニティ紙への広告掲載による
広報の実施、川崎競馬場ドリームビジョンでの広報
の実施等での啓発活動を実施する。
また、神奈川県ヤミ金融対策連絡会議（財務省関東
財務局横浜財務事務所、神奈川県警察本部、神奈川
県弁護士会、神奈川県司法書士会、日本貸金業協会
神奈川県支部及び県により構成）として「ヤミ金融
被害防止普及啓発チラシ」を作成し、県とイオン株
式会社並びに株式会社イトーヨーカ堂との包括協定
に基づき、県内イオン23店舗並びにイトーヨーカ
ドー26店舗においてチラシを配布し、県民に対し広
く啓発活動を行う。

 
貸金業適正化指導事業
費

1,978

[ヤミ金融被害の未然防止のための啓発活動の実施]
ヤミ金融の被害防止のため、県ホームページでの情
報提供や一都三県ヤミ金融被害防止合同キャンペー
ン、若者向けヤミ金融被害防止啓発リーフレット作
成・配布、地域コミュニティ紙への広告掲載による
広報の実施、川崎競馬場ドリームビジョンでの広報
の実施等での啓発活動を実施する。

「若者向けヤミ金融被害防止啓発リーフレット」
　84,000部　県内高等学校及び特別支援学校、大学等に配布

「一都三県合同キャンペーン」
　上期（令和４年６月13日～６月19日）・下期（令和４年11
月７日～11月13日）にホームページで啓発チラシ等を配布、
11月12日及び13日については、イベントへの出展によるキャ
ンペーンもあわせて実施。

タウンニュース（横浜市神奈川区版、川崎市川崎区・幸区
版、厚木・愛川・清川版及び小田原・箱根・湯河原・真鶴版
）への広告掲載による広報の実施

「川崎競馬場ドリームビジョンでの広報」
　川崎競馬開催期間中、財務省関東財務局作成の投資詐欺注
意喚起動画とあわせて、ヤミ金注意喚起スライドを放映

※啓発リーフレット及び合同キャンペーンについては、消費
生活課ホームページやＳＮＳ等で紹介

県とイオン株式会社並びに株式会社イトーヨーカ堂との包括
協定に基づき、神奈川県ヤミ金融対策連絡会議（財務省関東
財務局横浜財務事務所、神奈川県警察本部、神奈川県弁護士
会、神奈川県司法書士会、日本貸金業協会神奈川県支部及び
県により構成）が作成した「ヤミ金融被害防止普及啓発チラ
シ」を県内イオン23店舗並びにイトーヨーカドー26店舗にお
いて配布し、県民に対し広く啓発活動を行った。

貸金業適正化指導事業
費

1,978 〇

新型コロナの影響により各種連携イベント等で
の啓発活動は、イベントが中止されたり開催さ
れなかったため実施できなかったが、今後、非
接触型の効果的な啓発方法を検討していく必要
がある。
改正民法施行による成年年齢の引下げに伴い、
今後とも若年層の金融被害や消費者トラブルの
未然防止を強力に推進していく必要がある。

金融課 調整Ｇ

③消費者団体や事業者団体等との連携による被害未然防止

[「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」宣言団体等と
の取組み]
「宣言」に係る取組みを着実に推進するとともに、
宣言団体による自主的な取組みを促進する。また、
「宣言」に係る取組みの効果検証を図る。
さらに、悪質な訪問販売について、消費者に一層の
注意喚起を図るためのキャンペーン等を実施する。

４イ② 再
重
点
１

消費者教育強化事業費
(交付金)

15,000

[「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」宣言団体等と
の取組み]
「宣言」の効果を検証するための手法を宣言団体と
検討するとともに、新たな宣言団体の加入について
調整する。

「宣言団体への新規加入」
　・住宅リフォームに関連する３つの事業者団体が宣言
　　団体に新規加入
「宣言団体との情報共有」
　・宣言団体との意見交換会　１回
　・県の担当者による宣言団体への個別訪問　11回
「事業者向けセミナーへの講師派遣」　２回
　・かながわ住まいまちづくり協会実施セミナー
　・神奈川県新聞販売組合及び京浜新聞販売組合実施
　　セミナー
「啓発ツールの配布」
　・悪質な訪問販売の注意喚起チラシ・シールのデザイン
　　更新及び印刷　各50,000部
（主な配布先）
　県内警察署、宣言団体、社会福祉協議会等　約80か所

消費者教育強化事業費
(交付金)

1,200 〇

啓発ツールの共同配布や事業者向け研修の実施
など「宣言」に係る取組みを積み重ねるととも
に、宣言団体による自主的な取組みを促進して
いく必要がある。
また、今後も訪問販売に係る苦情相談件数、特
に宣言団体に関係する商品・役務に係る相談件
数の推移を注視するなど、「宣言」の効果検証
を図る必要がある。

消費生活課

指導Ｇ・
推進Ｇ・
相一Ｇ・
相二Ｇ

[消費者月間及びかながわ消費者週間における消費者
団体等との連携]
消費者月間及びかながわ消費者週間において、消費
者団体やＮＰＯ等と連携し、啓発を行う。

― -

[消費者月間及びかながわ消費者週間における消費者
団体等との連携]
消費者月間及びかながわ消費者週間において、消費
者団体やＮＰＯ等と連携し、啓発を行う。

「ＳＮＳ投稿数」
　消費者月間（令和４年５月１日～31日）
　13団体　19回
　かながわ消費者週間（令和４年10月８日～14日）
　14団体　17回

― - 〇
引き続き、消費者団体やＮＰＯ等への情報提供
を行うとともに、各団体の日ごろの活動をＳＮ
Ｓ等で発信していく必要がある。

消費生活課 推進Ｇ



「かながわ消費者施策推進指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和４年度実施事業検証及び令和５年度実施事業計画

注　＊一箇所にしか掲載のない事業は「本掲」の表記はしません。
　　＊「本･再掲の別」は個々の事業単位としました。（予算事業単位ではありません。）
　　＊当初予算額が「（一部）」となっているものの中には、消費者施策に係る事業以外の予算額が含まれているものがあります。(分割できないため） 12

基本方向（大柱）

中柱

小柱

基本方向３　消費者被害の救済

ア　かながわ中央消費生活センターにおける消費生活相談機能の向上

①消費生活相談の実施

[消費生活相談の実施]
多様化、複雑化する消費者問題に対応し消費者の被
害を救済するため、電話相談やメールによる受付を
含めた消費生活相談を実施する。
また、多様な媒体を通じ、県内の消費生活相談窓口
の効果的な周知を行う。

毎日消費生活相談事業
費

88,315

[消費生活相談の実施]
多様化、複雑化する消費者問題に対応し消費者の被
害を救済するため、電話相談やメールによる受付を
含めた消費生活相談を実施する。
また、多様な媒体を通じ、県内の消費生活相談窓口
の効果的な周知を行う。

「電話相談」
　相談時間　平日　　9:30～17:00
　　　　　　土曜日  9:30～16:30

　相談件数　　　 10,967件(令和５年４月30日速報値)
　(内訳)苦情相談  9,894件
　 　　 問合せ　  1,073件
「メール相談」
　相談件数　　　    706件

毎日消費生活相談事業
費

82,934 〇

新たな消費者トラブルに対応するため、消費
生活相談窓口の専門性や相談処理能力の向上
のほか、情報の収集、登録、分析の迅速化な
ど、かながわ中央消費生活センターにおける
消費生活相談機能の向上が求められている。
相談体制の在り方については、国の示す消費
生活相談のDX(デジタル・トランスフォー
メーション)の方向性を踏まえ、県としての
消費生活相談体制の在り方を検討していく必
要がある。

消費生活課
相一Ｇ・
相二Ｇ
推進Ｇ

[消費生活相談窓口の周知]
多様な媒体を活用し、県内の消費生活相談窓口を効
果的に周知する。

― -
[消費生活相談窓口の周知]
多様な媒体を活用し、県内の消費生活相談窓口を効
果的に周知する。

・ウェットティッシュ及びふせん、クリアファイル、
ボールペン等の啓発物品配布
（主な配布先）県内市町村に所在している高等学校、中
等教育学校、特別支援学校、大学・短期大学、専修学
校、県内自動車教習所、商工会議所青年部、若者向けの
ハローワーク、引きこもり等支援団体等
・「SNS動画広告・Twitterフォロワー獲得広告」
　媒体　YouTube、LINE、Twitter

― - 〇
消費者ホットライン188の認知度を向上させ
るため、引き続き様々な手段により周知を図
る必要がある。

消費生活課 企画Ｇ

[遠隔手話通訳サービスを利用した相談]
タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、
来所された聴覚障がい者と相談員とのコミュニケー
ション支援を行う。

本 ２イ① ― -

[遠隔手話通訳サービスを利用した相談]
タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、
来所された聴覚障がい者と相談員とのコミュニケー
ション支援を行う。

「遠隔手話通訳サービスによる相談対応」
　相談時間　火曜～金曜(祝休日及び年末年始を除く)
　　　　　　9:30～16:30
　相談件数　１件

― - 〇
サービスが必要な相談者に認知されるよう、
引き続き周知を図る必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

②広域的な相談窓口としての機能発揮

２ア①

３イ③

[相談事例の法的解説資料の作成、提供]
県内の新手、悪質な相談等について、弁護士による
解説資料を作成し、市町村に提供する。（年１回）

本 ３イ②
消費生活相談機能支援
事業費

62
[相談事例の法的解説資料の作成、提供]
県内の新手、悪質な相談等について、弁護士による
解説資料を作成し、市町村に提供する。（年１回）

「相談事例の法的解説資料」１回
消費生活相談機能支援
事業費

62 〇
県内の消費生活相談の実効性が上がるよう、
相談員が求めるテーマを設定する必要があ
る。

消費生活課 相二Ｇ

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣の発行]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や
国民生活センターから提供される啓発情報の中か
ら、消費者に特に周知する必要がある情報を迅速か
つ的確に、県内に広く提供する。(月１回､随時)

２ア① 再 消費者行政企画調整費

（

一
部
）

1,379

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣の発行]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や
国民生活センターから提供される啓発情報の中か
ら、消費者に特に周知する必要がある情報を迅速か
つ的確に、県内に広く提供する。(月１回､随時)

｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣
　12回発行　各6,200部
　テーマ「実在する通販サイトに似せた偽サイトに注
意！」等
（主な配布先）
　市町村、消費者団体、老人会、社会福祉協議会等
　339か所

消費者行政企画調整費

（

一
部
）

1,574 〇
新たな手口によるトラブルの未然防止や拡大
防止につながる情報を、積極的に収集してい
く必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

③高度な相談にも対応できる人材育成

[相談対応チーム制による相談対応力向上の取組み]
職員と相談員で構成する相談対応チーム制により、
チームリーダーを中心に新人相談員の支援、情報交
換、困難事案についての検討等を行い、複雑化・高
度化する相談への対応力向上を図る。

　 ― -

[相談対応チーム制による相談対応力向上の取組み]
職員と相談員で構成する相談対応チーム制により、
チームリーダーを中心に新人相談員の支援、情報交
換、困難事案についての検討等を行い、複雑化・高
度化する相談への対応力向上を図る。

「リーダーミーティング」　週１回
「チームミーティング」　週１回

― - 〇
引き続き、新たな相談事例に対応できるよう
に努めていく必要がある。

消費生活課
相一Ｇ・
相二Ｇ

[専門性向上の取組み]
専門性の向上のための検討を行い、実施結果につい
て市町村へ共有する。

― -
[専門分野別グループによる専門性向上の取組み]
専門分野ごとに専門性の向上のための検討を行い、
実施結果について市町村へ共有する。

【検討テーマ】
・各決済事業者の対応方法
・CtoC取引を提供するプラットフォームサービス（フリ
マサイト、オークションサイト等）について
・電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラ
イン改正の概要と事例について
・消費生活相談対応に係るITの基礎知識

消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

（

一
部
）

329 〇
法改正や新たな相談事例に対応できるよう、
世相に応じたテーマ、市町村の実務に還元で
きるテーマを選定する必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

[県相談員へのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施による資質向上の取組
み]
相談員に対し、外部の専門機関が相談対応研修を行
い、モニタリングを実施した上で、県消費生活セン
ターの課題等を県に報告する。また、チームリー
ダーのスキルアップを目的とした研修を実施する。

消費生活相談機能支援
事業費

603

[県相談員へのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施による資質向上の取組
み]
相談員に対し、外部の専門機関が相談対応研修を行
い、モニタリングを実施した上で、県消費生活セン
ターの課題等を県に報告する。また、チームリー
ダーのスキルアップを目的とした研修を実施する。

「相談対応研修」（動画視聴形式）　15名視聴
「モニタリング」　３回　15名対象
「個別フィードバック」　２回　15名参加
　チームリーダー研修　事業見直しにより中止

消費生活相談機能支援
事業費

603 〇
引き続き、かながわ中央消費生活センターの
相談対応力の水準向上に努めていく必要があ
る。

消費生活課 相一Ｇ

消費生活相談機能支援
事業費

63
消費生活相談機能支援
事業費

63

消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

297
消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

297

106
消費生活相談機能支援
事業費

〇

課題

提供すべき情報を見逃さないよう常にアンテ
ナを高く張っておくとともに、消費生活相談
情報を迅速かつ正確に分析し、適時・適切な
情報提供をする必要がある。

引き続き、相談員等が専門性向上に必要な講
座を受講できるよう配慮していく必要があ
る。

[消費生活相談員等の国民生活センター等研修派遣]
職員・相談員の専門知識習得を図るため、国民生活
センター等が実施する研修会に派遣する。

[消費生活相談員等の国民生活センター等研修派遣]
職員・相談員の専門知識習得を図るため、国民生活
センター等が実施する研修会に派遣する。

「国民生活センター等研修派遣」
　24回　延べ38名参加

消費生活相談機能支援
事業費

106

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を分析し、｢消費生
活相談概要｣等により県民、市町村等に情報提供す
る。また、市町村から緊急通報を収集し、関係機関
で共有する。

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を分析し、｢消費生
活相談概要｣等により県民、市町村等に情報提供す
る。また、市町村から緊急通報を収集し、関係機関
で共有する。

本

「消費生活相談概要」　　 １回（令和４年７月）
「消費生活相談警戒情報」 83件
「消費生活相談情報」　　 12回
「緊急通報」　　　　　 　11件
「若者の脱毛エステなどのトラブルに注意！～18歳・19
歳の相談件数も急増～」公表（令和５年１月）

令和５年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画

（

一
部
）

（

一
部
）

令和４年度実施事業実績
令和４年度
当初予算事業名

再
掲

担当課
令和４年度
当初予算額
(千円)

担当グループ

相一Ｇ

相一Ｇ・
相二Ｇ

評価

〇

消費生活課

消費生活課

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

課題令和５年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画

（

一
部
）

（

一
部
）

令和４年度実施事業実績
令和４年度
当初予算事業名

再
掲

担当課
令和４年度
当初予算額
(千円)

担当グループ評価

１イ①

３イ①

３イ②

１イ①

３イ②

[契約弱者に配慮した相談対応]
高齢者、障がい者等の特性に配慮した相談対応を図
るため、福祉関係機関等と連携した研修を実施す
る。また、見守り出前講座の講師となる相談員等に
対する研修を実施する。(２回)

２イ① 再
重
点
１

消費生活相談機能支援
事業費

76

[契約弱者に配慮した相談対応]
高齢者、障がい者等の特性に配慮した相談対応を図
るため、福祉関係機関等と連携した研修を実施す
る。また、見守り出前講座の講師となる相談員等に
対する研修を実施する。(２回)

「福祉関係機関等と連携した研修」（オンデマンド配
信）
　１回　延べ81名参加
「出前講座講師の養成に向けた研修」（オンデマンド配
信）
　１回　延べ42名参加

消費生活相談機能支援
事業費

76 〇
オンデマンド形式を中心に実施するが、それ
ぞれの契約弱者の課題に応じた研修方式を検
討する必要がある。

消費生活課
推進Ｇ
相一Ｇ

④専門的な相談への対応

３イ①
消費生活相談機能支援
事業費

88
消費生活相談機能支援
事業費

88

４ウ①
消費生活行政強化事業
費

1,350
消費生活行政強化事業
費

1,350

[精神保健福祉相談]
消費生活相談における対応困難事案について、相談
員が精神保健福祉士に相談し助言を得る。

消費生活相談員等レベ
ルアップ推進事業費
（交付金）

285
[精神保健福祉相談]
消費生活相談における対応困難事案について、相談
員が精神保健福祉士に相談し助言を得る。

「精神保健福祉相談」　12回　40件
消費生活相談員等レベ
ルアップ推進事業費
（交付金）

285 〇
市町村の消費生活センターからの利用を増や
すため、引き続き周知する必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

[多重債務相談の実施]
多重債務者等生活再建が必要な人を支援するため、
専門の窓口や福祉等の関係機関と連携し多重債務相
談を実施する。

消費生活相談機能支援
事業費

（

一
部
）

38

[多重債務相談の実施]
多重債務者等生活再建が必要な人を支援するため、
福祉等の関係機関と連携し多重債務相談を実施す
る。

「生活再建支援相談研修(オンデマンド配信)」
　１回　74名参加
「多重債務者特別相談会」
　12回　23名参加

― - 〇

生活再建支援相談事業は令和３年度で終了し
たため、今後は研修等を通じて相談員が多重
債務（生活再建）の知識を身に付け、適切な
窓口につなぐ必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

[神奈川県多重債務者対策協議会の開催]
多重債務者問題について、関係機関、団体と連携
し、必要に応じ開催する。

― - ―
「多重債務者対策協議会」
　神奈川県弁護士会、県警等の各構成団体における取組
み等情報共有

― - 〇
必要に応じて関係機関、団体と情報共有する
など、連携を図る必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

イ　市町村消費生活相談との連携・支援

①市町村の実情に応じたサポート

[指定消費生活相談員等による市町村支援]
政令市を除く６地域に指定消費生活相談員を配置
し、行政職員とともに市町村職員、相談員に対し、
電話等により消費生活相談の処理方法等について助
言するとともに、定期的な巡回訪問、各地域ごとの
協議会へ派遣等を行う。

毎日消費生活相談員事
業費

42,715

[指定消費生活相談員等による市町村支援]
政令市を除く６地域に指定消費生活相談員を配置
し、行政職員とともに市町村職員、相談員に対し、
電話等により消費生活相談の処理方法等について助
言するとともに、定期的な巡回訪問、各地域ごとの
協議会へ派遣等を行う。

「指定消費生活相談員の指定」　10名
「ヘルプデスク対応」　28件
「市町村支援」　　　　43件

毎日消費生活相談員事
業費

28,580 〇
市町村とのつながりをより深め、ヘルプデス
クの更なる活用促進を図る必要がある。

消費生活課
企画Ｇ・
相一Ｇ・
相二Ｇ

消費生活相談機能支援
事業費

580

「新規課題対応研修（オンデマンド配信）」
６回　延べ422名参加

「人材育成研修（オンデマンド配信）」
 ８回　延べ561名参加
「行政職員研修（オンデマンド配信）」
　基礎編　６回　延べ58名参加
　応用編　１回　延べ27名参加

引き続き、相談員のニーズや法改正、世相に
応じたテーマを設定していく必要がある。
また、オンデマンド配信により、受講の機会
は確保できるようになったが、研修テーマに
応じて対面方法での研修を検討するなど、受
講者の意見を踏まえながら柔軟に対応を進め
ていく必要がある。

引き続き、新たな消費者トラブルについて必
要とされる知識などのテーマを設定していく
必要がある。
また、オンデマンド配信により、受講の機会
は確保できるようになったが、研修テーマに
応じて対面方法での研修を検討するなど、受
講者の意見を踏まえながら柔軟に対応を進め
ていく必要がある。

市町村の消費生活センターからの活用につい
て引き続き周知する必要がある。

市町村のニーズに対応するため、引き続き電
話等を活用した支援を行うとともに、より効
果的な支援ができるよう、実施方法について
工夫を続ける必要がある。

消費生活相談員等レベ
ルアップ推進事業費
（交付金）

36

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、職員が法律、
技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家から
必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面接）36
回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

本

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、職員が法律、
技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家から
必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面接）36
回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

（

一
部
）

216

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の職員及び相談員を対象とした新規テー
マを扱う研修を実施する。(６回)

消費生活課 相一Ｇ

〇

〇36

消費生活課

消費生活課

[消費生活相談員等巡回訪問]
市町村から依頼を受けて県の相談員等を派遣等し、
助言を行うとともに、定期的に市町村相談窓口を巡
回することで、各市町村の現状や課題を直接確認す
る。

[消費生活相談員等巡回訪問]
市町村から依頼を受けて県の相談員等を派遣等し、
助言を行うとともに、定期的に市町村相談窓口を巡
回することで、各市町村の現状や課題を直接確認す
る。

「巡回訪問（電話）」　38回

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修
の実施]
相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で必要な
実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、職員に対し、消費生活行政を担う上で業務上
不可欠な知識を習得するための研修を実施する（９
回）。

本 580

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修
の実施]
相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で必要な
実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、職員に対し、消費生活行政を担う上で業務上
不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」６
回、「応用編」３回）を実施する。

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の職員及び相談員を対象とした新規テー
マを扱う研修を実施する。(６回)

本
消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

消費生活相談機能支援
事業費

消費生活課

「法律相談(面接)」　36回 　126件
「法律相談(文書)」　４､６～12、２月実施　21件
「技術相談」　　　　０回

相一Ｇ・
相二Ｇ

相一Ｇ・
相二Ｇ

相二Ｇ

〇

〇

消費生活相談員等レベ
ルアップ推進事業費
（交付金）

消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

（

一
部
）

216
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部
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掲
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当初予算額
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[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修
の実施]
相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で必要な
実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、職員に対し、消費生活行政を担う上で業務上
不可欠な知識を習得するための研修を実施する（９
回）。

３ア③ 再
消費生活相談機能支援
事業費

580

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修
の実施]
相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で必要な
実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、職員に対し、消費生活行政を担う上で業務上
不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」６
回、「応用編」３回）を実施する。

「人材育成研修（オンデマンド配信）」
 ８回　延べ561名参加
「行政職員研修（オンデマンド配信）」
　基礎編　６回　延べ58名参加
　応用編　１回　延べ27名参加

消費生活相談機能支援
事業費

580 〇

引き続き、相談員のニーズや法改正、世相に
応じたテーマを設定していく必要がある。
また、オンデマンド配信により、受講の機会
は確保できるようになったが、研修テーマに
応じて対面方法での研修を検討するなど、受
講者の意見を踏まえながら柔軟に対応を進め
ていく必要がある。

消費生活課
相一Ｇ・
相二Ｇ

消費生活相談機能支援
事業費

88
消費生活相談機能支援
事業費

88

消費生活行政強化事業
費

1,350
消費生活行政強化事業
費

1,350

神奈川県消費者行政推
進事業費補助金(市町
村)(国庫)（交付金）

87,434 20市町に対して補助金を交付(補助率10/10)
神奈川県消費者行政推
進事業費補助金(市町
村)(国庫)（交付金）

88,916

神奈川県消費者行政強
化事業費補助金(市町
村)(交付金)

10,836 12市町に対して補助金を交付(補助率10/10または1/2)
神奈川県消費者行政強
化事業費補助金(市町
村)(交付金)

5,353

②相談員の人材の確保、資質の向上

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修
の実施]
相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で必要な
実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、職員に対し、消費生活行政を担う上で業務上
不可欠な知識を習得するための研修を実施する（９
回）。

３ア③ 再
消費生活相談機能支援
事業費

580

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修
の実施]
相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で必要な
実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、職員に対し、消費生活行政を担う上で業務上
不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」６
回、「応用編」３回）を実施する。

「人材育成研修（オンデマンド配信）」
 ８回　延べ561名参加
「行政職員研修（オンデマンド配信）」
　基礎編　６回　延べ58名参加
　応用編　１回　延べ27名参加

消費生活相談機能支援
事業費

580 〇

引き続き、相談員のニーズや法改正、世相に
応じたテーマを設定していく必要がある。
また、オンデマンド配信により、受講の機会
は確保できるようになったが、研修テーマに
応じて対面方法での研修を検討するなど、受
講者の意見を踏まえながら柔軟に対応を進め
ていく必要がある。

消費生活課
相一Ｇ・
相二Ｇ

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の職員及び相談員を対象とした新規テー
マを扱う研修を実施する。(６回)

３ア③ 再
消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

（

一
部
）

216

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の職員及び相談員を対象とした新規テー
マを扱う研修を実施する。(６回)

「新規課題対応研修（オンデマンド配信）」
６回　延べ422名参加

消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ推進事業費(交付
金)

（

一
部
）

216 〇

引き続き、新たな消費者トラブルについて必
要とされる知識などのテーマを設定していく
必要がある。
また、オンデマンド配信により、受講の機会
は確保できるようになったが、研修テーマに
応じて対面方法での研修を検討するなど、受
講者の意見を踏まえながら柔軟に対応を進め
ていく必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

[消費生活相談員実務研修の実施]
市町村において相談員として採用後概ね２年以内の
者に対し、かながわ中央消費生活センターでの受入
研修を実施する。

― -

[消費生活相談員実務研修の実施]
市町村において相談員として採用後概ね２年以内の
者に対し、かながわ中央消費生活センターでの受入
研修を実施する。

「消費生活相談員実務研修」１回　４名参加
（鎌倉市、座間市、小田原市）

― - 〇
引き続き、より効果的な研修プログラムの工
夫を図る必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

[相談事例の法的解説資料の作成、提供]
県内の新手、悪質な相談等について、弁護士による
解説資料を作成し、市町村に提供する。（年１回）

３ア② 再
消費生活相談機能支援
事業費

62
[相談事例の法的解説資料の作成、提供]
県内の新手、悪質な相談等について、弁護士による
解説資料を作成し、市町村に提供する。（年１回）

「相談事例の法的解説資料」１回
消費生活相談機能支援
事業費

62 〇
県内の消費生活相談の実効性が上がるよう、
相談員が求めるテーマを設定する必要があ
る。

消費生活課 相二Ｇ

[消費生活相談員有資格者名簿等による情報提供]
消費生活相談員有資格者名簿を作成し、市町村へ情
報提供する。

― -
[消費生活相談員有資格者名簿等による情報提供]
消費生活相談員有資格者名簿を作成し、市町村へ情
報提供する。

消費生活相談員有資格者名簿掲載者　85名
（情報提供実績）
　２市50名（秦野市、座間市）
（名簿登載者数増加の取組）
消費生活相談員資格試験合格者に対し、県の名簿登載協
力依頼に係るチラシの配付を、国民生活センターに依
頼。

― - 〇

引き続き、新規登録者を増やすため、令和４
年度から開始した消費生活相談員資格試験合
格者へのチラシによる周知を、国民生活セン
ターと連携して行う必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

③市町村との情報共有

[消費生活相談担当者会議の開催]
市町村の消費生活相談担当者との会議を開催し、情
報の共有等を図る。(４地区回各４回、弁護士参加全
体回４回 合計20回)

消費生活相談機能支援
事業費

（

一
部
）

100

[消費生活相談担当者会議の開催]
市町村の消費生活相談担当者との会議を開催し、情
報の共有等を図る。(各地区回３回、弁護士参加全体
回４回、合計19回)

「消費生活相談担当者会議」
５地区回各３回、弁護士参加全体回４回　合計19回

― - 〇
引き続き、活発な意見交換が可能な実施方法
を検討していく必要がある。

消費生活課 相一Ｇ

[事例研究アドバイス]
消費生活相談担当者会議に弁護士を招聘し、専門的
見地から助言を得る。(４回)

消費生活相談機能支援
事業費

（

一
部
）

100
[事例研究アドバイス]
消費生活相談担当者会議に弁護士を招聘し、専門的
見地から助言を得る。(４回)

消費生活相談担当者会議への弁護士参加　４回
消費生活相談員等レベ
ルアップ推進事業費(交
付金)

（

一
部
）

329 〇
引き続き、弁護士による専門的な助言を適時
適切に市町村と共有し、県内の消費生活相談
対応力の向上を図る必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を分析し、｢消費生
活相談概要｣等により県民、市町村等に情報提供す
る。また、市町村から緊急通報を収集し、提供す
る。

３ア② 再
消費生活相談機能支援
事業費

106

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を分析し、｢消費生
活相談概要｣等により県民、市町村等に情報提供す
る。また、市町村から緊急通報を収集し、提供す
る。

「消費生活相談概要」　　 １回（令和４年７月）
「消費生活相談警戒情報」 83件
「消費生活相談情報」　　 12回
「緊急通報」　　　　　 　11件
「若者の脱毛エステなどのトラブルに注意！～18歳・19
歳の相談件数も急増～」公表（令和５年１月）

消費生活相談機能支援
事業費

106 〇

提供すべき情報を見逃さないよう常にアンテ
ナを高く張っておくとともに、消費生活相談
情報を迅速かつ正確に分析し、適時・適切な
情報提供をする必要がある。

消費生活課
相一Ｇ・
相二Ｇ

市町村の消費生活センターからの活用につい
て引き続き周知する必要がある。

地方消費者行政の取組み促進のために設けら
れている国の地方消費者行政強化交付金のう
ち、推進事業については順次活用年限を迎え
ることから、各市町においては自主財源を確
保していく必要がある。

３ア④ 再

企画Ｇ消費生活課

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、職員が、法
律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家
から必要なｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受ける。(法律相談（面接）36
回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

〇

〇

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、職員が、法
律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家
から必要なｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受ける。(法律相談（面接）36
回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

[神奈川県消費者行政推進事業費補助金及び神奈川
県消費者行政強化事業費補助金の交付]
市町村の消費生活相談体制整備や、市町村における
重要な消費者政策推進への取組み等に対し、国の地
方消費者行政強化交付金を活用し、補助金を交付す
る。

[神奈川県消費者行政推進事業費補助金及び神奈川
県消費者行政強化事業費補助金の交付]
市町村の消費生活相談体制整備や、市町村における
重要な消費者政策推進への取組み等に対し、国の地
方消費者行政強化交付金を活用し、補助金を交付す
る。

「法律相談(面接)」　36回 　126件
「法律相談(文書)」　４､６～12、２月実施　21件
「技術相談」　　　　０回

消費生活課
相一Ｇ・
相二Ｇ
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課題令和５年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画

（

一
部
）

（

一
部
）

令和４年度実施事業実績
令和４年度
当初予算事業名

再
掲

担当課
令和４年度
当初予算額
(千円)

担当グループ評価

ウ　消費者被害救済に向けた取組みの推進

①消費者被害救済委員会による被害の救済

[消費者被害救済委員会の開催]
消費者から知事への被害救済の申し出により、知事
から付託された消費者紛争について迅速な処理を行
うため消費者被害救済委員会を開催する。

消費生活審議会等運営
費

474

[消費者被害救済委員会の開催]
消費者から知事への被害救済の申し出により、知事
から付託された消費者紛争について迅速な処理を行
うため消費者被害救済委員会を開催する。

「候補事案の提起」　１件
　（再度のあっせんで解決したため、委員会へ付託せ
ず）
「被害救済委員会」　１回
「部会」　　　　　  ０回

消費生活審議会等運営
費

474 〇

消費者被害救済検討チームを通じての情報収
集、相談担当者会議等各種会議の場等を通
じ、引き続き救済委員会への付託事案確保に
努める必要がある。

消費生活課 指導Ｇ

[消費者被害救済検討チームの開催]
消費者被害の未然防止と救済に向け、かながわ中央
消費生活センターに寄せられた相談事案の中から、
事業者指導、消費者被害救済委員会付託及び適格消
費者団体への情報提供を検討する。

本 ２ウ① ― ‐

[消費者被害救済検討チームの開催]
消費者被害の未然防止と救済に向け、かながわ中央
消費生活センターに寄せられた相談事案の中から、
事業者指導、消費者被害救済委員会付託及び適格消
費者団体への情報提供を検討する。

「消費者被害救済検討チーム」　４回
「適格消費者団体との意見交換会」　１回

― - 〇

消費者被害救済委員会への付託候補事案の掘
り起しや、適格消費者団体による差止請求の
実現につながるよう、引き続き積極的な検討
や情報提供を行っていく必要がある。

消費生活課

企画Ｇ・
指導Ｇ・
相一Ｇ・
相二Ｇ

②様々な相談機関等との連携強化

[相談機関連携推進意見交換会の開催]
相談機関の取組状況、取扱案件などの紹介や相談機
関が抱える紛争事例等について意見交換を行い、積
極的な連携推進を図る。(１回)

消費生活相談機能支援
事業費

（

一
部
）

38

[相談機関連携推進意見交換会の開催]
相談機関の取組状況、取扱案件などの紹介や相談機
関が抱える紛争事例等について意見交換を行い、積
極的な連携推進を図る。(１回)

「相談機関連携推進研修」　事業見直しにより中止
消費生活相談機能支援
事業費

（

一
部
）

38 ×
実施方法を検討した上で実施する必要があ
る。

消費生活課 相一Ｇ

[消費者問題懇談会の開催]
弁護士会と県･市町村との、消費者問題に係る懇談会
を開催する。(年２回)

消費者行政企画調整費 3
[消費者問題懇談会の開催]
弁護士会と県･市町村との、消費者問題に係る懇談会
を開催する。(年２回)

「消費者問題懇談会」　２回（延べ15団体） 消費者行政企画調整費 3 〇
その時々に問題となっている消費者トラブル
と解決方法について、弁護士会と連携を図り
ながら共有する必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

[青少年部門の相談機関との連携]
①青少年を対象とした一次総合相談窓口である「かながわ
子ども・若者総合相談センター」と「かながわ中央消費生活
センター」が連携し、若者が契約等に関する悩みを抱えた
際に、相談しやすい環境づくりを進める。
②子ども・若者育成支援推進法に基づく「神奈川県子ど
も・若者支援連携会議」において、成年年齢引下げによる
若者の消費者トラブルについての啓発資料や相談窓口の
案内を行い、子ども・若者支援に関する機関との連携を図
る。

本 ２イ②
重
点
２

― -

[青少年部門の相談機関との連携]
①青少年を対象とした一次総合相談窓口である「かながわ
子ども・若者総合相談センター」と「かながわ中央消費生活
センター」が連携し、若者が契約等に関する悩みを抱えた
際に、相談しやすい環境づくりを進める。
②子ども・若者育成支援推進法に基づく「神奈川県子ど
も・若者支援連携会議」において、成年年齢引下げによる
若者の消費者トラブルについての啓発資料や相談窓口の
案内を行い、子ども・若者支援に関する機関との連携を図
る。

「保護者向け啓発動画・ウェブサイトの周知」
　不登校・ひきこもり等の若者を支援する109団体
「神奈川県子ども・若者支援連携会議での消費生活相談
窓口の紹介等」５回

― - 〇

実際に消費者トラブルに巻き込まれた若者
が、抱え込まず適切な機関に相談できるよ
う、引き続き関連機関と連携を進める必要が
ある。

消費生活課 企画Ｇ

２イ①
重
点
１

「高齢者のための消費生活相談」
　期間　　　令和４年９月26日～28日
　相談件数　37件

２イ②
重
点
２

「若者のための消費生活相談」
　期間　　　令和５年１月16日～17日
　相談件数　８件

相一Ｇ

[関東甲信越ブロック共同キャンペーンによる高齢
者･若者被害特別相談の実施]
消費者被害の救済と未然防止を図ることを目的に、
関東甲信越ブロック共同キャンペーンの一環とし
て、高齢者被害特別相談、若者被害特別相談を実施
する。

消費生活課― - 〇

今後も複数の媒体を活用し、本キャンペーン
を通じて高齢者や若者がより相談しやすくな
るよう、消費生活相談の周知を行う必要があ
る。

[関東甲信越ブロック共同キャンペーンによる高齢
者･若者被害特別相談の実施]
消費者被害の救済と未然防止を図ることを目的に、
関東甲信越ブロック共同キャンペーンの一環とし
て、高齢者被害特別相談、若者被害特別相談を実施
する。

再 ― -
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

基本方向４　安全・安心な消費生活の確保

ア　事業者指導による取引の適正化

①法令に基づく事業者指導の実施

消費生活行政強化事業
費

325
消費生活行政強化事業
費

625

毎日消費生活相談事業
費

4,038
毎日消費生活相談事業
費

4,003

[前払式特定取引業者に対する立入検査の実施]
前払式特定取引業者に対し、経営状況、財務状況や前受
金の保全状況等を把握するため、立入検査を実施する。

― -

[前払式特定取引業者に対する立入検査の実施]
前払式特定取引業者に対し、経営状況、財務状況や
前受金の保全状況等を把握するため、立入検査を実
施する。

「立入検査」　２事業者 ― - 〇

事業者の経営状況、財務状況、前受金の保全
状況等を適切に把握するほか、消費者利益の
保護のため、引き続き、国と連携し、事業者
に対して適切な指導を行う必要がある。

消費生活課 指導Ｇ

[不当表示防止のための対策の実施]
景品表示法違反の根拠を得るため、違反の疑いがある商
品に対し、外部機関による成分検査等を行う。

本 ４ウ②
消費生活行政強化事業
費

325
[不当表示防止のための対策の実施]
景品表示法違反の根拠を得るため、違反の疑いがあ
る商品に対し、外部機関による成分検査等を行う。

「成分検査」　０件
消費生活行政強化事業
費

625 △
今後も必要に応じて検査の実施を検討する必
要がある。

消費生活課 指導Ｇ

[特定商取引法第60条に基づく申出・悪質商法目安箱]
不当な取引行為を行う事業者に関する情報収集を幅広く
行い、法令に基づく事業者指導をより一層進めるため、
県民からの情報提供を求める。

― -

[特定商取引法第60条に基づく申出・悪質商法目安
箱]
不当な取引行為を行う事業者に関する情報収集を幅
広く行い、法令に基づく事業者指導をより一層進め
るため、県民からの情報提供を求める。

「特定商取引法第60条に基づく申出」
　 受付件数　４件
｢悪質商法目安箱｣
 　受付件数　53件

― - 〇
前年度より受付件数は増加したが、引き続き
積極的な周知を行い、情報収集に努める必要
がある。

消費生活課 指導Ｇ

②事業者指導にあたっての連携の推進

[近隣都県、政令市、県警察との連携]
五都県合同による悪質事業者対策会議(１回)、担当者会
議(計10回)、指導等の実施や政令市、県警察との消費者
被害拡大防止連絡会議（４回）を開催する。

― -

[近隣都県、政令市、県警察との連携]
五都県合同による悪質事業者対策会議(１回)、担当
者会議(計10回)、指導等の実施や政令市、県警察と
の消費者被害拡大防止連絡会議（４回）を開催す
る。

「悪質事業者対策会議」　　　　　１回
「担当者会議（特商法関係)」 　　６回
「担当者会議（景品表示法関係)」 ４回
「消費者被害拡大防止連絡会議」　４回（うち３回は書面
開催）

― - ○

不当な取引行為を行う事業者の中には、広域
的に活動している者も多く存在することか
ら、近隣都県等との連携をより一層、密にし
ていく必要がある。

消費生活課 指導Ｇ

イ　消費者から信頼される事業者活動の促進

①品質や顧客満足を高める事業者活動の支援

１ア③

４イ②

４ウ②

[公益通報者保護法の普及]
ホームぺージや研修資料等を活用し、公益通報者保護制
度の周知を実施する。

― -

[公益通報者保護法の普及]
ホームぺージ等を活用し、公益通報者保護制度の周
知を実施するとともに、改正公益通報者保護法を周
知するための研修資料を作成する。

・外部の労働者からの公益通報に対して適切に対応できる
よう研修資料を作成し、県庁内で制度の周知等を実施し
た。

消費者行政強化事業費 - 〇

外部の労働者からの公益通報に対して適切に
対応できるよう、県庁内で制度の周知や研修
等を行っていく必要がある。

消費生活課 企画Ｇ

②事業者団体との連携による普及啓発

[事業者向け研修会等の実施(特定商取引法研修会等）]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業者団
体と連携し、事業者を対象としたコンプライアンス意識
向上のための研修や、消費者への適切かつ迅速な情報提
供を促すための研修を実施する。
・特定商取引法研修会　２回

４イ① 再 消費者行政企画調整費 28

[事業者向け研修会等の実施(特定商取引法研修会
等）]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業
者団体と連携し、事業者を対象としたコンプライア
ンス意識向上のための研修や、消費者への適切かつ
迅速な情報提供を促すための研修を実施する。
・特定商取引法研修会　２回

「事業者向けセミナー」
２回（①神奈川県新聞販売組合及び京浜新聞販売組合、②
かながわ住まいまちづくり協会）　計84名参加

消費者行政企画調整費 28 ○
今後も、事業者が特定商取引法等の理解を深
める機会を継続的に設けていく必要がある。

消費生活課

指導Ｇ・
推進Ｇ・
相一Ｇ・
相二Ｇ

[「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」宣言団体等との
取組み]
「宣言」に係る取組みを着実に推進するとともに、宣言
団体による自主的な取組みを促進する。また、「宣言」
に係る取組みの効果検証を図る。
また、「悪質な訪問販売 撲滅」の機運を高めるための
啓発グッズの作成やキャンペーンを実施する。

本 ２ウ③
重
点
１

消費者教育強化事業費
(交付金)

15,000

[「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」宣言団体等と
の取組み]
「宣言」の効果を検証するための手法を宣言団体と
検討するとともに、新たな宣言団体の加入について
調整する。

「宣言団体への新規加入」
　・住宅リフォームに関連する３つの事業者団体が宣言
　　団体に新規加入
「宣言団体との情報共有」
　・宣言団体との意見交換会　１回
　・県の担当者による宣言団体への個別訪問　11回
「事業者向けセミナーへの講師派遣」　２回
　・かながわ住まいまちづくり協会実施セミナー
　・神奈川県新聞販売組合及び京浜新聞販売組合実施
　　セミナー
「啓発ツールの配布」
　・悪質な訪問販売の注意喚起チラシ・シールのデザイン
　　更新及び印刷　各50,000部
（主な配布先）
　県内警察署、宣言団体、社会福祉協議会等　約80か所

消費者教育強化事業費
(交付金)

1,200 〇

啓発ツールの共同配布や事業者向け研修の実
施など「宣言」に係る取組みを積み重ねると
ともに、宣言団体による自主的な取組みを促
進していく必要がある。
また、今後も訪問販売に係る苦情相談件数、
特に宣言団体に関係する商品・役務に係る相
談件数の推移を注視するなど、「宣言」の効
果検証を図る必要がある。

消費生活課

指導Ｇ・
推進Ｇ・
相一Ｇ・
相二Ｇ

③消費生活協同組合法に基づく健全な生協運営の指導

[消費生活協同組合の適正運営の指導]
県内消費生活協同組合の運営、会計状況を検査し、店舗
や施設の運営状況を把握することで、組合の適正運営を
指導する。

― -

[消費生活協同組合の適正運営の指導]
県内消費生活協同組合の運営、会計状況を検査し、
店舗や施設の運営状況を把握することで、組合の適
正運営を指導する。

「立入検査」　　　８組合
「巡回指導調査」　４組合

― - 〇
今後も消費生活協同組合の運営の実態等を踏
まえた効果的な指導を行っていく必要があ
る。

消費生活課 指導Ｇ

不当な取引行為を行う事業者に対する指導を
行うとともに、本県では初となる訪問購入事
業者に対する処分を実施した。
しかし、特定商取引法や条例に違反する行為
を引き続き行っている事業者が現在も確認さ
れており、中には、広域的に活動している事
業者も多く存在するという状況を踏まえ、近
隣都県等との連携を密にし、必要に応じ、合
同での指導等を行う必要がある。

引き続き、オンラインも活用しながら、事業
者に対して消費生活行政に係る情報提供等を
行っていく必要がある。

評価

〇

〇

指導Ｇ

担当グループ

消費生活課 指導Ｇ

[事業者向け研修会等の実施]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業者団
体と連携し、事業者を対象としたコンプライアンス意識
向上のための研修や、消費者への適切かつ迅速な情報提
供を促すための研修を実施するほか、事業者団体との連
携により、消費生活行政に係る情報提供等を行う。

本 消費者行政企画調整費

４ウ②
[事業者指導の実施]
専門職員やアドバイザー等を配置し、事業者による違
法、悪質な勧誘行為等に対し指導・処分を実施する。

本

[事業者指導の実施]
専門職員やアドバイザー等を配置し、事業者による
違法、悪質な勧誘行為等に対し指導・処分を実施す
る。

「特定商取引法・条例に基づく処分・指導」
　 処分１件、指導28件
「景品表示法に基づく指導」
　 景品類０件、表示15件
　 うち食品表示関連７件

消費生活課

28

担当課令和５年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和４年度
当初予算額
(千円)

再
掲

課題

28

[事業者向け研修会等の実施]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業
者団体と連携し、事業者を対象としたコンプライア
ンス意識向上のための研修や、消費者への適切かつ
迅速な情報提供を促すための研修を実施するほか、
事業者団体との連携により、消費生活行政に係る情
報提供等を行う。

「景品表示法研修資料の生活衛生課ホームページへの掲載
及び関係団体への周知」
「事業者向けセミナー」
２回（①神奈川県新聞販売組合及び京浜新聞販売組合、②
かながわ住まいまちづくり協会）　計84名参加

消費者行政企画調整費

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外



「かながわ消費者施策推進指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和４年度実施事業検証及び令和５年度実施事業計画

注　＊一箇所にしか掲載のない事業は「本掲」の表記はしません。
　　＊「本･再掲の別」は個々の事業単位としました。（予算事業単位ではありません。）
　　＊当初予算額が「（一部）」となっているものの中には、消費者施策に係る事業以外の予算額が含まれているものがあります。(分割できないため） 17

基本方向（大柱）

中柱

小柱

評価 担当グループ担当課令和５年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和４年度
当初予算額
(千円)

再
掲

課題

ウ　商品及びサービスに関する安全・安心の確保

①商品及びサービスの安全に関する情報収集、提供

[商品テスト分析の実施]
消費生活相談で提起された商品等からテーマを選定し、
各研究機関と連携して商品テストを実施する。
商品の持つ特性による取扱い上の注意事項などについ
て、消費者へ注意喚起や情報提供を行う。

本 ２ア①
消費生活相談機能支援
事業費

250

[商品テスト分析の実施]
消費生活相談で提起された商品等からテーマを選定
し、各研究機関と連携して商品テストを実施する。
商品の持つ特性による取扱い上の注意事項などにつ
いて、消費者へ注意喚起や情報提供を行う。

「商品テストコーディネート」（国民生活センターに依
頼）
　２製品（「スマートウォッチ」「椅子（オフィスチェ
ア）」）

消費生活相談機能支援
事業費

250 〇

寄せられた相談内容を精査し、注意喚起の側
面などから適時適切に商品テストが必要な案
件を選出して実施する必要がある。
また、必要に応じて他機関と連携し、商品テ
ストのコーディネートを行っていく必要があ
る。

消費生活課 相一Ｇ

[消費者安全法に基づく事業者調査]
消費者被害の発生、拡大を防ぐため、消費者庁等と連携
し、事業者に対し、消費者安全法に基づく報告徴収、立
入調査を行う。

消費生活相談員等レベ
ルアップ推進事業費
(交付金)

108

[消費者安全法に基づく事業者調査]
消費者被害の発生、拡大を防ぐため、消費者庁等と
連携し、事業者に対し、消費者安全法に基づく報告
徴収、立入調査を行う。

「報告徴収、立入検査」　０件
消費生活相談員等レベ
ルアップ推進事業費
(交付金)

108 △
消費者庁等からの調査候補事業者に係る情報
提供に対して、迅速に対応することができる
よう準備をしておく必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

[消費生活用製品安全法に基づく立入検査による指導]
市町村と連携し、消費生活用製品安全法に基づく販売業
者への立入検査を実施する。

― -

[消費生活用製品安全法に基づく立入検査による指
導]
市町村と連携し、消費生活用製品安全法に基づく販
売業者への立入検査を実施する。

「特定製品」　　 56件
「特定保守製品」　0件

― - 〇
引き続き、該当製品を取り扱っている事業者
に対する検査を適切に実施する必要がある。

消費生活課 指導Ｇ

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣の発行]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や国民
生活センターから提供される啓発情報の中から、消費者
に特に周知する必要がある情報を迅速かつ的確に、県内
に広く提供する。(月１回､随時)

２ア① 再 消費者行政企画調整費

（

一
部
）

1,379

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣の発行]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や
国民生活センターから提供される啓発情報の中か
ら、消費者に特に周知する必要がある情報を迅速か
つ的確に、県内に広く提供する。(月１回､随時)

｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣
　12回発行　各6,200部
　テーマ「実在する通販サイトに似せた偽サイトに注
意！」等
（主な配布先）
　市町村、消費者団体、老人会、社会福祉協議会等
　339か所

消費者行政企画調整費

（

一
部
）

1,574 〇
新たな手口によるトラブルの未然防止や拡大
防止につながる情報を積極的に収集していく
必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

[重大事故情報等の収集、提供]
商品、サービスに係る事故等の情報をホームページ等に
より市町村や消費者に情報提供する。また、消費者安全
法に基づき、消費生活相談窓口に寄せられた重大事故情
報等の国への通知を行う。

― -

[重大事故情報等の収集、提供]
商品、サービスに係る事故等の情報をホームページ
等により市町村や消費者に情報提供する。また、消
費者安全法に基づき、消費生活相談窓口に寄せられ
た重大事故情報等の国への通知を行う。

「かながわ消費生活注意情報」
　ホームページ、ＳＮＳ　　　　　　　９回
「消費者安全法に基づく国への通知」  ８件

― - 〇

引き続き、関係機関等が発信する重大事故情
報や、消費生活相談窓口に寄せられた事故情
報等について、迅速な情報発信を行う必要が
ある。

消費生活課
相一Ｇ・
相二Ｇ

消費生活相談機能支援
事業費

88
消費生活相談機能支援
事業費

88

消費生活行政強化事業
費

1,350
消費生活行政強化事業
費

1,350

②適正な表示の推進

消費生活行政強化事業
費

625
消費生活行政強化事業
費

625

毎日消費生活相談事業
費

4,003
毎日消費生活相談事業
費

4,003

[事業者向け研修会等の実施（食品表示関連）]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業者団
体と連携し、事業者を対象としたコンプライアンス意識
向上のための研修や、消費者への適切かつ迅速な情報提
供を促すための研修を実施する。
・景品表示法研修会　４回　ほか

４イ① 再 ― -

[事業者向け研修会等の実施（食品表示関連）]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業
者団体と連携し、事業者を対象としたコンプライア
ンス意識向上のための研修や、消費者への適切かつ
迅速な情報提供を促すための研修を実施する。
・景品表示法研修会　４回　ほか

・景品表示法研修資料の生活衛生課ホームページへの掲載
及び関係団体への周知

― - 〇
引き続き、オンラインも活用しながら、事業
者に対して消費生活行政に係る情報提供等を
行っていく必要がある。

消費生活課 指導Ｇ

[不当表示防止のための対策の実施]
景品表示法違反の根拠を得るため、違反の疑いがある商
品に対し、外部機関による成分検査等を行う。

４ア① 再
消費生活行政強化事業
費

625
[不当表示防止のための対策の実施]
景品表示法違反の根拠を得るため、違反の疑いがあ
る商品に対し、外部機関による成分検査等を行う。

「成分検査」　０件
消費生活行政強化事業
費

625 △
引き続き、必要に応じて検査の実施を検討す
る必要がある。

消費生活課 指導Ｇ

[食品表示の監視指導の実施]
食品営業施設への立入検査時に、アレルギー物質、食品
添加物等の食品表示の監視指導を実施し、違反を発見し
た場合には適正表示を指導するなど必要な措置を行う。

食品営業指導等事業費

（

一
部
）

4,550

[食品表示の監視指導の実施]
食品営業施設への立入検査時に、アレルギー物質、
食品添加物等の食品表示の監視指導を実施し、違反
を発見した場合には適正表示を指導するなど必要な
措置を行う。

「食品関係営業施設監視件数」　14,019件（令和３年度実
績）
※令和４年度は集計中

食品営業指導等事業費

（

一
部
）

4,750 〇

表示を必要とする食品を製造している食品営
業施設への立入検査時に、表示の監視指導を
実施しており、適正表示の指導をした。今後
も継続して監視指導を行う必要がある。

生活衛生課 食品衛生Ｇ

[栄養表示等の普及啓発]
健康増進に資するよう制度の普及に努める。その上で、
食品事業者が表示を行うに当たっての相談を行う。

栄養・食生活対策推進
事業費

（

一
部
）

245

[栄養表示等の普及啓発]
健康増進に資するよう制度の普及に努める。その上
で、食品事業者が表示を行うに当たっての相談を行
う。

「栄養表示等の相談」　54件
栄養・食生活対策推進
事業費

（

一
部
）

245 〇

栄養成分表示が義務表示となり、適正に表示
された食品が流通する状況になってきている
ので、消費者が健康増進のためにその情報を
有効活用できるような普及啓発も進める必要
がある。

健康増進課 健康づくりＧ

[適正な食品表示のための啓発事業の実施]
食品表示について、食品関連事業者自らが責任と自覚を
もって適正に行うよう、関係機関や団体と連携して啓発
を図る。

食の安全・安心確保事
業費

（

一
部
）

181

[適正な食品表示のための啓発事業の実施]
食品表示について、食品関連事業者自らが責任と自
覚をもって適正に行うよう、関係機関や団体と連携
して啓発を図る。

食品販売事業者に対する食品表示の講習資料をホームペー
ジに掲載し、周知した。

食の安全・安心確保事
業費

（

一
部
）

181 〇
継続的な指導に加え、法改正等に伴う新たな
情報を加えつつ、適正表示について継続的に
事業者に周知啓発していく必要がある。

生活衛生課 食品衛生Ｇ

③食の安全・安心に関する消費者の理解促進

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣による食の安全･安
心に関する情報発信]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や国民
生活センターから提供される啓発情報の中から、消費者
に特に周知する必要がある情報を迅速かつ的確に、県内
に広く提供する。(２回)

２ア① 再 消費者行政企画調整費

（

一
部
）

1,379

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣による食の安
全･安心に関する情報発信]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた相談事例や
国民生活センターから提供される啓発情報の中か
ら、消費者に特に周知する必要がある情報を迅速か
つ的確に、県内に広く提供する。(２回)

「かながわ消費生活注意･警戒情報」による食の安全・安
心に関する情報発信　２回
　・家庭でもおきる食中毒
　・保健機能食品と健康食品

消費者行政企画調整費

（

一
部
）

1,574 〇
消費者が必要とする食の安全に関する情報を
収集・発信する必要がある。

消費生活課 相二Ｇ

市町村の消費生活センターからの活用につい
て引き続き周知する必要がある。

引き続き、一般消費者から寄せられた情報等
を精査し、必要に応じて、不当表示を行って
いる事業者への指導等を行う必要がある。

〇

〇 指導Ｇ

相一Ｇ・
相二Ｇ

再

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、担当職員が、
法律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門
家から必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面
接）36回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

「法律相談(面接)」　36回 　126件
「法律相談(文書)」　４､６～12、２月実施　21件
「技術相談」　　　　０回

消費生活課

消費生活課
「景品表示法に基づく指導」
　　景品類０件、表示15件
　　うち食品表示関連７件

[景品表示法に基づく事業者指導の実施]
事業者による不当表示に対し指導を実施する。

４ア①
[景品表示法に基づく事業者指導の実施]
事業者による不当表示に対し指導を実施する。

再

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、担当職員が、法
律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家から
必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面接）36回、
法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

３ア④
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

評価 担当グループ担当課令和５年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和５年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和５年度
当初予算額
(千円)

令和４年度実施事業計画 令和４年度実施事業実績
令和４年度
当初予算事業名

（

一
部
）

令和４年度
当初予算額
(千円)

再
掲

課題

「食品安全リーフレット」をの作成、配布及びホームペー
ジに掲載
・かながわの食品衛生 for KIDS：89,000部

〇

小学校６年生向けにリーフレットを作成し配
布することで、学校や家庭において食中毒予
防等の普及啓発を行うことができた。引き続
き効果的なリーフレットを作成する。

生活衛生課 食品衛生Ｇ

「食の安全・安心基礎講座」　５回
「食品表示セミナー」　　　　４回
「食の安全・安心キャラバン」１回
「食の安全・安心ラボ」　　　２回

〇

新型コロナウイルス感染症拡大症防止のた
め、オンラインのみで開催した講座等もあっ
たが、集合開催と併用することで、多くの方
に参加していただいた。今後は集合開催とオ
ンラインの併用開催を増やし、場所や時間に
とらわれずに参加できる講座等を増やしてい
く。

生活衛生課 食品衛生Ｇ

[かながわ食育出前講座の実施]
「食品の栄養表示」等に関する出前講座を実施する。
※令和５年度より講座の再開を予定。

― -

[かながわ食育出前講座の実施]
「食品の栄養表示」等に関する出前講座を実施す
る。
※令和４年度は新型コロナウイルス感染症の感染状
況を踏まえて再開を予定。

「かながわ食育出前講座」　０件
※新型コロナの影響により中止

― - ×
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
としたことから、講座の提供方法について改
善する必要がある。

健康増進課 未病対策Ｇ

食の安全・安心確保事
業費

（

一
部
）

1,357

[リスクコミュニケーションの推進]
県民に食の安全・安心に関する情報提供、啓発活動、行
政、食品関連事業者などとの意見交換やグループ討議等
を行い、リスクコミュニケーションを推進する。

食の安全・安心確保事
業費

（

一
部
）

1,357

[リスクコミュニケーションの推進]
県民に食の安全・安心に関する情報提供、啓発活
動、行政、食品関連事業者などとの意見交換やグ
ループ討議等を行い、リスクコミュニケーションを
推進する。
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